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○議長（安達 隆君）  皆さん、おはようございま

す。 

 これより本日の会議を開きます。 

 決算審査特別委員会の正副委員長の互選の結果に

ついて報告がありましたので、発表いたします。 

 委員長に８番、近藤紀男君、副委員長に６番、阿

部輝之君。 

 以上のとおりであります。 

○議長（安達 隆君）  日程第１、一般質問を行い

ます。一般質問通告表の順序により、18番、大石忠

昭君の発言を許します。大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  日本共産党の大石忠昭でご
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ざいます。きょうは７項目の一般質問を文書で提出

しておりますので、全てきょうは消化できるように

努力をしてみたいと思います。 

 昨日は議案質疑がありまして、私はいろいろと質

問事項を出しておりましたし、市民の皆さんにもお

知らせしておりましたけど、市長の掲げている磨崖

仏構想の問題が大きいためにそこに時間をとられま

して、かなり質疑できなかったようで申し訳ないと

思っております。それで、私も努力しますが、執行

部の皆さんにも、なるべく答弁は、聞かれた部分を

要領よく短いことばで市民にわかるように答弁をし

ていただきたいと思います。おまえも長いじゃない

かと言われますんで、きょうはもうなるべく短く質

問したいと思います。 

 特別原稿があるわけじゃありません。１つ目は、

子ども市議会について、合併後初めて実施をされま

して、その英断を下した市長を評価したいと思いま

す。 

 実は、私も佐々木市長に変わりましての去年の９

月議会に、できたら中学生、高校生の模擬議会をやっ

たらどうですかと。それは、選挙権が18歳まで拡大

されました。しかしながら、まだまだ、世論調査な

どを見ますと若い人ほど政治的関心が低いと、投票

率が低いということから、全国的には中学生や高校

生を対象にした模擬議会を実施をしているとこがあ

りますんで、私は、佐々木市長が県会議長の時に大

分県で初めて子ども議会を実施をしました。そのこ

とも当時から評価しておりました。よって、私は身

近な市政について高校生、中学生までも関心を持っ

てもらったらなということが一つと、同時に、佐々

木市長が選挙で書かれたビラを読みましても、事務

所の看板見ましても、斬新なアイデアでさらなる豊

後高田市の発展とあります。確かに、アイデアマン

であることは認めますけれども、むしろと言ったら

悪いですか、やっぱり若い人ほど斬新な意見を持っ

ているんじゃないかちゅうのが私の中にあります。

私も76歳になりまして、古げたことを言うかと思わ

れてもしようがないんだけども、なるべくやっぱり

若い人の意見を聞くように今努力をしているんです。

だから、この子ども議会に注目しました、今回。 

 だから、私は去年の質問をしたのは、そういう意

味で、中学生、高校生にも身近な市政のことで関心

を持たせることが１つの狙いと同時に、２つ目は、

いろんな高田を思うその子どもの気持ちを佐々木市

長がどれだけ耳を傾けて聞いてくれて、これを今後

の４年間の市政に活かしてくれるかなという狙いが

あって質問したんです。課長は、各課と協議をしま

すということでしたけど、今回、子ども議会になり

ました。それは評価します。 

 よって、私も全国的にも調査していますし、県内

も調査しております。宇佐の場合は、この公選法を

改正してから毎年１年に１回、もう３回やりました

けど、高校生の議会をやりまして、会議録までつくっ

て、会議録も私どももコピーすればとれることになっ

ています。これを市政に活かそうとしています。 

 よって、今回、佐々木市長が英断を下して合併後

初めてやったこの子ども議会も、私たちも席に座ら

せてもらいました、よく聞きましたけども、私は次

代を担う子どもたちはすごいなと、本当にいろいろ

関心持ってもらっていろいろいい意見持っているな

と思って、私たちももっと勉強せないかんなとも考

えさせられました。反省させられました。 

 よって、市長は、この成果をどのように評価をし

て、今後どういうように市政に活かそうとしている

のか。もう長く要りませんけども、答えていただき

たい。 

 私は、できたら、あれだけ、私たち議会でも、議

会と同じ方法で委員会も開いて議論もして取りまと

めをして、それぞれの委員会が３つずつ提言しまし

た。全部で９つの提言があったんです。これは、む

しろ、佐々木市長にどうしてくれという提言もあっ

たけれども、私たち、子どもたちもやっぱり市政に

関心持って、子どもたちができることをやろう、学

校でできることをやろうというのはもうすばらしい

ことなんです。それを私たちは押しつけるわけじゃ

ありません。してくれと強制できないんです。だか

ら、みずからそういう提言をしたということは、高

田始まって以来のことです。 

 よって、私は、それをただケーブルテレビで生中

継で流しただけでしょう。それは、文書にして、せ

めて小学生全体に、議論した結果、私たちはこうい

う、合わせて９つの提言をしましたというものは、

子どもに周知をしたほうが、今後、皆さんも政治に

関心を持ってもらうし、私たちもその提言に応えて、

議員としても活動の改善がいると思っております。

だから、それをそういう点ではどうなんでしょうか

ちゅうのが１つ。 

 ２つ目は、繰り返しますが、引き続き、今やれと

は言いませんが、時間を見て、中学生や高校生を対

象にした同じような趣旨のことをやって、関心を持っ
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てもらうし、意見を取り入れることが、佐々木市長

にとっても私たちにとっても豊後高田市にとっても

今後の糧になるんじゃないかと思うので、質問なん

です。 

 確かに準備が必要なことはわかります。しかし、

小学生でしたら、親が大変、保護者が大変、先生も

大変だと思います。教育委員会も大変なんです。私

の言う高校生、中学生になったら、そう保護者の意

見や先生の意見を取り入れることはないんです。紙

芝居みたいになったらだめなんです。本当に高校生

の思った気持ちをぶつけてもらうということは、こ

れは市のためになると思うんです。だから、子ども

議会ほど準備は要らないと思いますので、思い切っ

たことを、ことしやれとは言いません、来年でも再

来年でも結構ですから、検討してもらえんでしょう

か。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  ８月に実施した子ども市

議会の結果と今後の対策について、ご質問にお答え

いたします。 

 今回、子ども市議会を開催いたしましたことは、

市の将来を担う子どもたちが本市の現状や未来をど

う感じ、どう考えているのかを直接伺える貴重な機

会となりました。また、子ども議員の皆様にとって

も、将来に向けて意味深い貴重な経験になったと思っ

ております。改めまして、保護者の方々や学校現場

を始めとする関係者の皆様に感謝と敬意を表する次

第でございます。 

 さて、ご案内のとおり、子ども市議会では、３つ

の委員会から市政への要望や自分たちのまちづくり

に対する意気込みなど、合わせて９つの提案をいた

だいたところでございます。何件か紹介させていた

だきますと、市民にやさしいまちづくり委員会、ま

ちをきれいにする意識を高めるため、地域での清掃

活動を継続し、きれいなまちづくり、自然にも優し

いまちづくりに貢献するということであります。に

ぎわいのあるまちづくり委員会からは、文化財や史

跡、日本遺産などについて各小学校オリジナルの小

学生向けパンフレットをつくりホームページなどに

掲載する。学んで遊んで楽しいまちづくり委員会か

らは、小学校ごとに地域の危険箇所を調べオリジナ

ルの地域防災マップをつくり地域の方と共有すると

いうことであります。また、１人１台のタブレット

端末の設置や通信環境の整備を検討してほしい、そ

うすることで効果的なＩＣＴ学習に取り組み、自分

たちの夢を実現させるよう努力をしたいでございま

した。どの提言をお聞きしましても、子ども議員さ

んたちが日ごろから自分の目で見て感じている現状

に対してしっかりとした考えを持っていることに驚

いた次第であります。 

 先日の提案理由の中でもご説明いたしましたよう

に、各学校へのタブレット端末の設置につきまして

は、社会情報化が急速に進展していること、２年後

のプログラミング教育の導入されること、子どもた

ち一人一人の能力や特性に応じた個別学習や子ども

たち同士が教え合い学び合う共同学習による効果が

大いに期待できることなどを踏まえまして、来年度

当初からスタートできる方向で検討したいと思って

おりますので、議員各位のご理解、ご支援のほどよ

ろしくお願いします。 

 その他の子ども向けパンフレットの作成やオリジ

ナル防災マップの作成などにつきましては、子ども

たちの主体的な取り組みを見守りながら必要な支援

をしてまいりたいと考えているところでございます。 

 その他の質問につきましては、担当課長に答弁さ

せますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（安達 隆君）  市参事兼総務課長、佐藤之

則君。 

○市参事兼総務課長（佐藤之則君）  子ども市議会

の状況と中学生、高校生を対象とした子ども市議会

についてのご質問にお答えをいたします。 

 合併後初めて開催いたしました子ども市議会につ

きましては、６月12日に議長、副議長から開催の要

請をお受けする中で、関係各課で協議を重ね、そし

て保護者や関係者の協力をいただきながら８月28日

に開催することができました。 

 開催までの準備といたしましては、６月下旬の実

行委員会の開催、校長会への提案、７月に入ってか

らは子ども議員の選出、委嘱状交付、事前学習会の

開催などに取り組んできたところでございます。子

ども議会当日までの間、学校関係者におかれまして

は、資料収集や学校間の調整、子ども議員へのレク

チャー等を重ね、子ども議員におかれましては、一

般質問の事前学習、家庭に帰ってからの復習、演習、

２回にわたる議場でのリハーサルなどに一生懸命に

取り組んでいただき、夏休みを返上した取り組みで、

議員おっしゃったように、大変であったというふう

に思っております。 

 ご質問の中学生、高校生を対象にした子ども市議
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会の開催についてでございますが、中学校におきま

しては、学習指導要領による各教科の指導内容や教

育課程の拡充、部活動の時間確保等を考えると、開

催は厳しく感じております。県内を調査いたしまし

ても、最近では中学生を対象とした実績はないよう

でございます。高校におきましては、県内では杵築

市、臼杵市、宇佐市で実績はございますが、やはり

授業時間確保の観点からことしは宇佐市のみが開催

しているようでございます。 

 今回の子ども市議会を検討する中で、また議員おっ

しゃったように、以前の検討の中でも同様でござい

ましたけれども、中学生、高校生を対象とした子ど

も議会、模擬議会につきましては、現状では開催が

困難であると考えております。 

 それから、子ども市議会の後に各学校におきまし

ては、子ども議員の提言について児童会で報告をい

たします。そして、今後の取り組み方針について子

どもたちがみずから考え、話し合い、行動できるよ

う支援するというふうにお聞きしていますので、各

学校にはそういった周知が図られたものというふう

に思っております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  この１項だけで15分かかり

ました。よって、もう再質問はしませんが、来年で

も再来年でも結構ですので、中学生、高校生を対象

にしたこの種の議会を検討してもらいたいことを要

望して、次に行きます。 

 次は、ごみ処理施設の問題であります。 

 これは、もう佐々木市長の初議会以来、毎回私質

問してきましたけれども、最近、大分合同新聞９月

４日号に小さい記事で出ましたけど、まだ物別れに

終わったとなっているんです。そして、佐々木市長

は、当初から言っているごみを絞って云々というの

をまだ繰り返して、是永市長、この管理者とまだ物

別れという記事なんです。 

 私は、その市長の考え方が正しいと思ったら正し

いでいいから、議会や理事会などの代表とも協議し

てみて、これ、佐々木市長の考えじゃない、豊後高

田市の考えなんだという形で管理者の是永さんや国

東の三河さんと話したほうが、市長の思いが伝わる

んじゃないかということで提言をしてきたんだけど、

もうわしに任しちょきない、何とかなるわという答

弁をしとると思うんです。三者で話し合えば何とか

なると言いながら、いまだに何とかならないちゅう

のがこの記事なんです。 

 私はもう非常に心配でならないんです。時間がか

かっただけいろいろ練り上げていい結果が出れば、

それは期待しておりますけど、是永さんペースでい

かれたら何のこっちゃねえと、時間かかっただけと

いうことになるでしょう。 

 よって、もう一回、もう短いことばで、答弁でい

いです。私も短い質問しますけども、やっぱり一つ

は、市民の協力を得て、ごみの減量化する、あるい

は市長の言うように、施設の減量化できるような方

法を考えるというのもそれはいいと思うんです。 

 それから、もう一つは、とにかく規模を適正化し

ないと、もう、ちょっと今は二百何十億ちゅうのは、

宇佐の議員が調べた資料を今もらいましたけど、も

う日本一だと、今までの施設から見ても、桁違いに

宇佐・高田・国東の施設は高いというデータをもら

いますけど。そういうことになったらいかんし。 

 それから、管理運営費、これ20年間分を一括入札

しているんです。その管理費が高いんです、べらぼ

うに、これを抑える。そして、入札の方法ですが、

１者でいいなんということは考えられません。やっ

ぱり競争が働く入札にして、誰が見ても透明、公平

という入札に切りかえるべきだと思うんです。これ

は、永松でもやったけども、適正ですと言って、１

者入札適正論を永松さんやったんです。何ぼ言って

も聞かんかったんです。佐々木市長はそんなことは

ないと思いますんで。 

 るる私は指摘をしましたけれども、要は、これは

借金をしてつくる施設ですけど、後、孫子の代まで

借金払いを負担させることになるから、佐々木市長

がおっしゃるように、英知を結集して何とか市民負

担が軽くて済むような、しかも本当に環境面から見

ても立派な施設と市民から喜ばれるようなことを、

アイデアマンである佐々木市長が自分の考えもやっ

ぱり市民の考えもまとめて、管理者や副管理者にぶ

つけてもらって、なるほどというものをやってもら

えれば、佐々木市長、大したものだということにな

ります。その辺、一言聞かせてください。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  ごみ処理施設についての

質問にお答えします。 

 ごみ処理施設の建設については、これまでも私は

一貫して申し上げてまいりましたのは、市民負担を

少しでも軽くするため、適切な規模の施設、運営計
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画にすることが、そして透明、公正な入札をするこ

とにより、市民が納得できる施設になるんではない

かなとこういうふうに考えております。 

 そのため、現在、検討課題について広域事務組合

の正副管理者会議等において慎重に議論を進めてい

るところでもあります。また、正副管理者、事務局

ありましても、その中に広域圏事務組合の中で議員

がおりますので、議員の皆様方の意見も真摯に耳を

傾けながら取り組んでおるところでもあります。 

 また、豊後高田の自治会等の意見をという提案を

もありましたが、設置されるであろう用地の地権者

自治会から、これ以上公害対策を、公害基準に通れ

ばいいということじゃなくて最高のものをしなけれ

ば、用地の提供も撤回も辞さないという強い決意も

あることも事実であります。 

 宇佐の現地の自治会そして豊後高田の自治会また

は国東の自治会、それぞれの形でそれぞれの思いを

主張しますと合意点がなかなか得られないんではな

いかなと、そういう意味で、いましばらく、ある程

度方向も煮詰まってきておる段階でありますので、

時間を置かせてほしいと思っております。 

○議長（安達 隆君）  大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  市長、その姿勢で、早く解

決できるように努力をしたいと促しまして、次に行

きます。 

 次は、伊方原発についてであります。 

 ご承知のように、やっぱり住民運動の結果、裁判

所も伊方原発を９月30日までは稼働停止の判決を下

したわけです。それが過ぎたらどうなるかわからん

と非常に不安なんです。それで、この市役所から80

キロ先にあるわけで、やっぱり影響を受けますので、

豊後高田市議会は、ここにちょっとビラを持ってき

ましたけども、おととしの３月議会で、伊方原発再

稼働を中止を求める意見書を満場一致で議決をして

いるんです。これ、大分県内でも各所でやっていま

すけど。 

 それで、永松市長時代には、議会と同じ水準でやっ

たらどうかという私も意見述べてきたけども、国に

向かって物が言えないということでやれなかったん

だけど、佐々木市長は、やっぱり県会議員30年の経

験も活かして、この際、永松市長と違って、国にも

四国電力にも再稼働をやめてくれと意見を上げても

らいたいと思うんですが、どうでしょうか。 

 今度の県議会には、約４万の署名を集めて、県会

議員の皆さん全員、この県議会で決議をしてまいり

たいという請願書が出されておりますけど、どうな

るか注目しておりますけど。 

 佐々木市長の一言でいいです。働きかけをするか、

できないのかどうかだけでいいから、答えてくださ

い。 

○議長（安達 隆君）  市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  伊方原子力発電所に関す

る質問にお答えします。 

 新聞報道でございましたように、伊方原発につき

ましては、広島高裁でことしの９月30日まで運転を

禁ずる決定をいたしたところでございます。再稼働

の日時につきましては現段階では不明ですが、再稼

働は原子力規制委員会による最終的な検査や国のエ

ネルギー政策の考えが示されるものと思っておりま

す。 

 福島第一原子力発電所で事故が起こるなど、原子

力発電所の危険性について考えますと、私個人とい

たしましては、原発はないことにこしたことはない

と思っております。 

 今後とも国の動向を注視していきたいと思ってお

りますし、再稼働の安全性や運転状況などの情報収

集体制についても、大分県や近隣市町村と連携して

対応してまいりたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（安達 隆君）  大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  それでは、もう次に行きま

す。 

 次は、高齢者対策でありますが、これも佐々木市

長に変わりましてから、これまで同じ趣旨の質問を

３回してきました。答弁も同じ答弁を聞いてきまし

た。今回は長い答弁は要りません。私、一言で言う

なら２つの質問ですけれども、同じ趣旨なんです。

今まであった制度が一部中止をされて、この敬老祝

い金でいうならば、もらえるのは77歳の方と100歳に

なった方しかないわけです。これでは、私、県下の

状況を全部調べてみましたけれども、あと、再質問

で述べてもいいんですけど、もう高田が最低なんで

す、私のこの調査では。だから、どこまでしろとは

私言いませんけれども、市長が変わったんだから、

政策的には変わってもおかしくないんです。議会の

同意を得れば。だから、他市の状況なども調査をし

てもらって、何とか、佐々木市長に変わったらよう

なったなと、お年寄りが喜ばれるようなことができ

ないかなということで質問をしているんです。 

 ２つ目の問題は、敬老年金が85歳以上、年間１万
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円だったんです。合併したときに、真玉、香々地の

方はもうよかったと喜ばれたんだけど、４年間で永

松市長が廃止にしたんです。これを、私はただ復活

だと言っていないんです。復活も含めて、佐々木市

長が変わったんだから、高齢者の意見もよく聞いて

みて、何をやることが高齢者のためになるのか。そ

れは、子どもの医療費、高校生、給食代、中学まで

やったというすばらしい実績がありますので、今度

は長年社会のために働いてこられたお年寄りに対し

て、ああ、市長が変わったからよかったと喜んでも

らえることができないかという質問なんです。 

 それで、２つ合わせていいから、どちらも来年度

に向けて検討できないかなというのが質問で、検討

できるかできんかだけが答弁です。 

 もっと言わせてもらうならば、私は、頭の中にあ

るのは、佐々木市長が初議会で述べたのは、２つの

大きな重点目標。１つは人口増対策です。うーんと

なられた。もう一個も観光対策やったでしょう。人

口増対策というのは、住みよいまちにして、若い人

たちが残ってもらえる、あるいはよそから移住して

もらうというのは大きな柱だけど、やっぱり市民の

皆さんが健康に気をつけて、もう少し長生きをした

いなと、もっともっと、いわゆる健康寿命を延ばす

ためにいろんなサロンなんかも利用しながら、自分

自身で健康を守っていく、努力するというのは、こ

れは大事です。それが、何ぼになったら市長からお

祝い金もらえるんじゃとなったら、一つの目標にな

ります。やっぱり目標を持たせて、もう生きがいに

しているし、１人でも多くの皆さんが１年でも長生

きをしてもらってね、家族団らんに暮らしてもらう、

あるいはひとり暮らしになった方もおるけれども、

いろんな施策をやりながら、高田に生まれてよかっ

た、高田に嫁いでよかった、ああ高田でこれまで老

後を過ごしてよかったと言えるように、永松市長は

長く続いてきました、18年続いていましたけども、

永松市長が打ち切ったんだから、今度は佐々木市長

は復活あるいは復活しなくてもいいから、お年寄り

のニーズに応えた、お年寄りの希望、あなたは敬老

会だってよく回っています、感心です、そりゃ。敬

老会で酒ついで回ったら、いろいろ意見も出ないで

すか。そういうお年寄りの声を聞いて。私は、何を

しろなんか決めつけません。それは、佐々木カラー

ということを言っている。佐々木カラーで、こうし

たらどうだろうか議員の皆さんというんならわかり

ます。私が何しろと決めつけませんので。 

 ことしやれなんて言うても、敬老会はもう間もな

く終わりますけど、来年に向けて何らかの形でそう

いう敬老祝い品の問題あるいは敬老年金を復活せよ

とは言いません。それにかわるような何らかのこと

を来年に向けて検討できないでしょうか。お年寄り

に希望を与えてもらえないでしょうか。それだけで

す、質問は。 

○議長（安達 隆君）  社会福祉課長、植田克己君。 

○社会福祉課長（植田克己君）  それでは、高齢者

対策についてのご質問にお答えします。 

 これまでの議会でもご答弁申し上げましたように、

高齢者施策の包括的な見直しの中で、敬老祝い品や

敬老年金にかわるものとして、高齢者の皆さんに喜

んでいただき、健康で長生きし、楽しく暮らしてい

けるよう、他市にはない本市の特徴を活かした支援

を行っているところでございます。 

 また、新たな高齢者対策として、きめ細やかなサー

ビスを提供し、高齢者に優しい取り組みを行うため、

予約制乗合タクシーの試験運行も本年７月から開始

したところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  今、社会福祉課長から答弁

がありましたけども、これはもうこの本会議場で同

じ答弁を４回目なんです、きょう。私は、もう答弁

を受けなくてもそんなことは知り切っています。そ

んなことを聞いているんじゃないんです。来年度に

向けて、実現、実施の方向で検討できないかという

のが質問の趣旨なんです。 

 もう一回、これは市長の政治姿勢にかかわる問題

ですので、市長にお尋ねしたいんだけども、一言で

いいです、私は。とにかく、私の言っていることが、

何をしろと決めつけているんじゃないんです。佐々

木市長のカラーを出してもらいたいと、敬老会でも

お年寄りの意見聞くんだから、各種お年寄りの意見

を聞いてみて、今までは、課長が答弁したようにい

ろんなことをやってきているんです。それを否定し

ているんじゃないんです。 

 しかし、子どものことでもいろいろやってきたん

だけど、佐々木市長は思い切ったことをやったでしょ

う。だから、全国的に佐々木市長って評価されてい

るんです。給食代、医療費の問題では。今度はお年

寄りの問題でもそげえ、何億をかけよとか何千万も

かけろとか言っているんじゃないんです。気持ちは

あると思うんです。長い間、私たち市民のために、
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明治、大正、昭和、平成と苦労に苦労を重ねて豊後

高田市のために貢献してくれた方々でしょう。その

人たちに、佐々木市長に変わったら、ちょっと色が

変わったなと、わしたちの気持ちわかってくれたな

ということを、私はいろんなアイデアを持っていま

す。ここで出しませんけど。大石の言うとおりになっ

たと、大石の言うとおりにせれと言うんじゃないん

です。市長がお年寄りの声を聞いて、集約してみて、

これぐらいの予算でこうなるからやるということで

す。それをやったらどうですかと。 

 参考までに、市長、私調べたら、100歳になって1

0万円のお祝い金が大分、別府、杵築、佐伯などです。

５万円が隣の国東や中津などです。それから、３万

円が宇佐、津久見などです。豊後高田の場合は、も

うずっと二十何年間１万円のままなんです。大分県

で１万円などというのは、豊後高田市と豊後大野市

２カ所だけなんです。これは、私の調査です。 

 だから、他市の状況も調べてみて、私は幾らにし

ろなんか言っていません。前よりは少しは色をつけ

て変えると、お年寄りの希望に応えるというように、

あるいは５万円、３万円、２万円とあるんだけど、

高田は１万円なんです。例えば100歳でいったら。だ

から、何らかの高齢者対策の充実ですか、法律用語

でいうなら、それを検討できないかと。それは、市

長の言う、人口増加対策に結びつく、そうお金かけ

なくても、お互いで励まし合って健康を守っていき、

自分を守っていき、ほいで、それを目標にやったら、

これはお年寄りに希望を与えるし、本当、人口増加

対策にもなると思うんですが、市長、来年に向かっ

て、そういう何らかの方法、高齢者対策を検討する

考えはございませんか。市長の考えが聞きたい。 

○議長（安達 隆君）  市長。 

○市長（佐々木敏夫君）  先程課長が答弁したよう

に、きめ細かいサービスに対して取り組んできてお

るところでありますが、健康、生きがいそして人口

増につながる、こういうことも考え合わせた中で、

来年度に向けて検討してまいりたいと思っておりま

す。 

○議長（安達 隆君）  大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  あと24分になりましたので、

市長、ぜひそういう方向で、お年寄りの意見も聞い

て、喜ばれるような施策を要望しておきたいと思い

ます。 

 次が、５番目になります観光振興についてであり

ます。 

 実は、きょう代表者会議がありまして、大石さん、

きのうあんだけやったし、市長が取り下げたんやけ、

もうきょう質問取り下げてもいいんじゃないかとあ

りました。どうかとちょっと迷っているんですけど。 

 実は、きょう３人の方からテレビ、新聞を読んで

どう理解したらいいかなという問い合わせがあって、

私のところの自席に来た議員もあります、大石さん

どげ考えるかいと。みんな、テレビの報道、新聞各

社の報道をもう捉え方がまちまちなんです。 

 いい機会であります。市長は、テレビの中で、わ

しが説明不足じゃった、わしがちゃあ言わんけど、

説明不足やった、説明が足らんかったというような

ことを述べていました、自分のことばで。 

 それで、私の質問は、きのうは取り下げ論。きょ

うは積極策をやるつもりだったんです。やりますけ

ど。大きく分けて４点提案したいと思うんですけど。 

 じゃけん、最初の取り下げ問題が、理解が市民の

中で違うんですよ。それで、どういう話をしたらい

いかなというんで今迷っておるんだけども。市長、

取り下げたというのは、予算を取り下げるというこ

となんだけど。理解としては、もう今までの市長の

表現の仕方は、いろいろありました。平成の磨崖仏

とか日本一の磨崖仏群とか、いろいろあった。今度

は学びの云々とかあるんだけども、総じて市長が腹

から思っているのは、インド、中国かもわからんけ

ど、仏教伝来のルーツ云々という、ここは全体にあ

るわけですか。そういうような構想を、もう構想そ

のものを取り下げたというように理解をしていいの

かどうかなんです。 

 公約に掲げた、公約に掲げたというけど、私は市

民に配った市長の公約ちゅうのは、公約と書いたも

のはこのものしかないと思うんです。いろいろ後援

会のやつ出しているけども、市長のアイデアという

のはあっても、公約と書いてあるのはこれだけしか

ないんです。あったら教えてください。この公約の

中には、高校までの医療費や給食代の無料化、お年

寄りのこと、定住対策のこといっぱいあるけれども、

その磨崖仏構想は公約の中に入っていないんです。

新聞社には語ったようですけど。だから、俺が公約

したんだから何がなんでも公約やらないかん、公約

破りじゃないかという市民はないと思います。そん

なに、公約だからやってくれという市民はないと思

うので、本当に、その構想を諦めたんなら、そうあ

んたの落ち度にはならんと思いますので、やっぱり

市民の声に応えて、もうそういう構想そのものを諦



９月 13 日 

 - 40 - 

めたら、断念したらどうですかというのが一つの質

問であります。それ、本当のところは、ちょっと市

民にわかることばでやってもらいたいというのが一

つです。 

 それから、３つの提案したいというのは、あと２、

３、４と書いておるんだけど、その中で、新しく、

私書いているのが、新たな観光振興対策を検討すべ

きじゃないですかと書いておるわけ。これも私は決

めつけません。 

 私の一つの提案は、豊後高田市は、何と言っても

田染荘、それは地域の皆さんの長年のご活躍が実り

まして、国宝とも言えるような国の重要文化的景観

に選ばれましたし、地域が拡張されました。大変あ

りがたいです。それから、天念寺耶馬及び無動寺耶

馬が国の名勝、大分県で４番目に選定されました。

今度は、この10月には中山仙境が同じく国の名勝に

選定されます。あわせて、鬼が仏になった里「くに

さき」、このストーリーが日本遺産に選定されたん

です。大分県広しといえども、この豊後高田市では

もう一つあるんです。国東半島と宇佐市が合わせて

６市町村で、いわゆる世界農業遺産にクヌギ林とた

め池をつなぐ農業循環が選ばれたんです。これほど

大分県18市町村の中で、公的評価を得て認定を受け

ているとこがありますか。これは、私が郷土史を今

までやってきただけに、もう誇りです、それは。本

当に市民の皆さんが、これだけの国の認定を受けて

いるところはないと思うんですけども、誇りに思え

るほどその価値観を知っているのかと。それぞれの

ところでは、その部分的には皆知っていますわね。 

 だから、私の一つの提案は、この代表者なり、う

ちの田染荘ちゃこげなもんだ、重要文化的景観、こ

げなもんなんだと、これは誇りなんだという語れる

人、あるいは鬼が仏になった里「くにさき」を語れ

る人、それぞれの代表を集めて、いわゆる今のこと

ばで言ったら、シンポジウム、討論会、いうような

こともやってみて、市長もじっと聞いちょって、本

当にそんなんやるんならば、そこを団結させる、そ

ういうすばらしさを一つにまとめて売り出す観光は、

今までの市長や県知事がやらなかったことなんです。

佐々木市長しかやらないことなんです。この提案な

んです。 

 だから、夷云々というのはもう小さいと思うんで

す。夷だけでなくて、豊後高田市だけじゃなくて、

国東半島、宇佐まで含めた形で、もうそういう形で

市町村も力を合わせて、知恵出し合って、何か国東

半島、国東・宇佐観光をやる。そして、滞在型なん

です。何日間も泊まってもらって国東を歩いてもら

うというのが一番の、そしたら民宿ができる、まだ

ホテル継ぎ足します。それで、いろんな六郷満山文

化やよそにない奇岩が連なるあの風景ちゅうのは、

何とも、国立公園になっているんです。国立公園っ

て大分県に幾つあるか知っていますか。２つしかな

いんです、国立公園は。その１つが豊後高田にある

んです。県立公園が５つしかない。その中の１つが

豊後高田なんです。そういう話をして、よそのまね

のできない観光振興を市長がアイデアがあっても、

それ以上に皆さんのほうがあるから皆さんの意見を

聞いてまとめたらどうかというのが１つの提案です。 

 ２つ目の問題は、私、若いときから写真をやって

おるもんですから、国東半島の特徴というのは、並

石ダムのとこでもそうでしょう、岩山があって全部

赤松が生えちょったんですよ。あの岩と赤松で有名

だったんです。 

 それが松くい虫で、市長の家から見える応利山が

真っ赤になるぐらいあったでしょ。あの時に、私ら

松くい虫対策を議会で議論をしましたけどだめで、

国東半島から松がなくなったんです。 

 あの風景というのは、夷の人たちに聞いてごらん、

戦前はどうやったかち聞いてごらん。松と岩屋が見

えて最高の景色やったんです。今、その景色が見え

ないんです、ないんです。 

 だから松を植えろとは言えませんけれども、せめ

て雑木だけが生えて岩が見えなくなっているところ

が多いんです。きょうも代表者会議の時にある議員

が言っていました。そのとおりなんです。 

 例えば、小河内のほうから来ても前は、ばあっと

見えた。私も大分から何人も案内したときに「うわ、

すごいな」と。今もう、そのすごいなというのがこ

ちらもあって、向こうもあって見えない状況がある

でしょ。例えばの話です。 

 だから、雑木を中山仙境ではない、私が書いてお

るのは天念寺耶馬、無動寺耶馬、三宮耶馬と書いと

るけど、いろいろ間戸の岩屋って、昔はあっこに公

園つくったときなんか、写真を撮っているけどすば

らしかった。今、クヌギが生えてしもうて岩も見え

ないんです。 

 どこをどことか言いませんけれども、それこそ地

元の意見も聞いてみて、１年でできんでもいい、３

年かかってもいいから、国東半島独特の奇岩連なる

岩場を見てもらうちゅうのはすごいことです。どこ
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でも見られない。 

 瀬戸内海国立公園になったのは、私の調査では、

耶馬渓は国定公園なんです、それ以上に、中山仙境

の奇岩連なる景色はすばらしいちゅうことで国立公

園になったんです。耶馬渓以上なんです。それが今、

雑木があるからそういうものを切ったらどうかバゼ

とか、あるいはもみじとか、あのコマユミと言うん

です。これは鋸山でも、中山仙境でも、今でもある

んですけれど、どこも紅葉が終わったときに、うち

の岩屋が真っ赤になる。これはコマユミなんです。

登山客が訪れます。あそこは九州百名山になってい

ますから。 

 だから、そういうものも種まくとか、植えるとか

いうようなこともしながら、どこにもないこの自然

を活用した観光をもう少し研究したらどうだろうか

というのが２つ目の提言。 

 ３つ目は、この前、子ども議会を見てもすごいな

と思ったんですけど、やっぱり郷土を学びたいとい

う提言がありました。うちでパンフレットをつくっ

てもいいよと。それぞれつくろうやと。だから交流

しようやという議論もありましたけど。 

 それを私の持論は、小中学生、義務教育の間に、

小さい学校は何校か一緒になってもいいんですけど

も、教育委員会の責任で、市は、私の調査では、合

併する前の豊後高田市の国、県、市の指定の文化財

は大分県一なんです。今は勉強そこまでしていませ

ん。それだけ史跡があるんです。 

 だから、そういう史跡については自分たちのこと

ばで、「母ちゃん、こうだったええ、父ちゃん、こ

うだったええ」と語るぐらい、その宝物を宝と思え

るように、文化財と思えるように学んでもらうとい

うのは現場を見ることなんです。そういう研修、社

会教育を教育課程の中に入れたらどうだろうかとい

う提案なんです。 

 当時、昭和50……私、議会でやったことがあるか

ら覚えているから、議事録をみたら同じ質問を山田

教育長時代にやりましたら、山田教育長はそれはい

いことですと、ぜひやらせてもらいますという答弁

をしています、そういう主旨の答弁を。それからやっ

てきました。今はやっていないですね。 

 それから４つ目は、このパンフレットなんです。

小学生もパンフレットをつくってくれたらありがた

いことですけども、今私が言うた公の認定を受けた、

よそにもないようなすぐれた財産があるということ

だけど、それを語れと言っても、なかなか語れない

んよ、私でも語れないんです。 

 だから子どもたちもそういうものを含めて、旧豊

後高田市では、大分県一の指定文化財がある地域な

んだけども、そういうことが語れるように仮名つき

のパンフレットをつくったらどうですかというのが

提言です。そしたら、子どもたちが大学に進学して

も、就職しても、そういう社会見学をやっているパ

ンフレットで身につけておったら誰にも我が郷土を

語れるんです。 

 だから、観光課がパンフレットをいっぱいつくる

よりは、それはそれで要るけども、自分たちのこと

ばで全国に発信してごらん。自分たちのことばで、

スマホで発信してごらん。宣伝効果は大きいと思う

よ。 

 ところが、私だけかもしれませんけども、こうい

う今、私が語ったような価値観を本当に子どもだけ

やなくて大人の皆さんもそこまで理解しているかと。 

 私は富貴寺に電話してみました。富貴寺大堂は、

富貴寺おおどうと読むんかえ、富貴寺だいどうと読

むんかえということを聞いてみましたけど、それは

富貴寺おおどうと読むようです。それ以上言いませ

んけども。 

 そういうことも、やっぱり仮名つきのパンフレッ

トを出すようにしたほうがいいと思うので、私は提

言ですから、そういうことを取り入れて今後の新し

い観光をやったらどうでしょうかという質問。答え

は簡単でいいです。 

○議長（安達 隆君）  商工観光課長、河野真一君。 

（○18番（大石忠昭君）  ちょっと議長いいですか。 

あと２項目絶対やらないかんき、短い答弁をしてく

ださいよ。十把一からげでいいんで、今のを一まと

めとしての答弁でいいから。いいですか。悪いとき

は時間延長をしてもらいますよ、議長いいですか。） 

○商工観光課長（河野真一君）  それでは、観光振

興についてのご質問の内、景観の支障になっており

ます樹木の伐採等についてお答えいたしたいと思い

ます。 

 景観支障になっている樹木の伐採等についてでご

ざいますが、これまでも海岸部の国道沿いを中心に

景観の支障木の伐採を行いまして、昨年度は西叡山

で伐採を実施したところでございます。また、過去

には田染においても伐採を行ったこともございます。 

 天念寺耶馬、無動寺耶馬及び中山仙境などの景勝

地の伐採につきましても、国、県の許可、予算等が

認められれば地域の皆さんとご相談しながら検討し
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てまいりたいと思っております。 

 以上でございます。（○18番（大石忠昭君）  あ

とのはもう市長、答弁、十把一からげでいい。長い

答弁は要りません。） 

○議長（安達 隆君）  文化財室長、板井 浩君。 

（○18番（大石忠昭君）  あと２つ質問しますので

配慮してくださいよ。） 

○文化財室長（板井 浩君）  大石議員の観光振興

についてのご質問にお答えします。 

 まず、小中学校における計画的な社会見学につい

てですが、現在各学校において現地に出向いての社

会見学などを行っております。本市では、市内をめ

ぐる文化財探訪研修や、市の文化財職員が学校に出

向き、テーマを学習する郷土の歴史出前講座も実施

しているところであります。 

 議員ご指摘のように、本市の未来を担う子どもた

ちについては地域に誇りを持って、愛着を持ち、そ

して将来、ふるさと豊後高田を自慢できることが大

切だと思っております。 

 今後も学校と連携を図りながら、教育課程の中で

社会見学や出前講座を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、子ども向けのパンフレットについてでござ

いますが、子ども市議会から、各学校においてオリ

ジナルの小学生向けパンフレットの作成の提言をい

ただいております。この提言に基づくパンフレット

の作成に関しては、教育委員会としてもできる限り

の協力をしていきたいというふうに考えております

ので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  提言を含めて貴重な意見

をいただいてありがとうございます。 

 昨日、議案質疑の中で答弁を丁寧にしたつもりで

はありますが、そういう中において瀬戸内海国立公

園や国の名勝指定、そして世界農業遺産等のお話も

いただいたところでもあります。 

 また、お客さんに滞在型ということでもお話があ

りましたが、学者や文化財に興味のある方は滞在し

て見ていただけると思いますが、そういう方の観光

客は一握りしかないと思っております。そういう学

者や、そういう人以外の多くの観光客に来ていただ

かなければいけないと。 

 そういう中で、どんなすばらしい遺産や景勝地が

あっても、人が営みをしていないところに栄えると

いうことは考えておりませんので、できるだけそう

いう景勝地を守りながら地域の活性化に結びつくの

か。 

 ご案内のとおり田染については、田染耶馬もあり

ますが田染荘もあります。富貴寺、真木大堂、磨崖

仏とセットになった田染の観光ゾーンとして捉えて

おりますし、そういう意味では、平野も奇岩の周辺

部に遊歩道をつくって回っていただきながら体験を

していただくようなことも取り組んでおるところで

ありますので、トータルでどうすべきかということ

を考えております。 

 シンポジウムも悪い話ではありませんし、また、

パンフレット等もいいことでありますが、総合的に

考えて誘客の優先順位の高いものを取り組んでいき

たいと思っております。 

 景勝地については、ドライブインをつくったらい

い、茶店を出したらいいという、そういう中ではつ

くれませんので。また、雑木等の伐採を、奇岩を守

るための方法としては、また文化庁のほうに予算を

要求して、その予算をいただいた中で考えていきた

いと思っております。 

○議長（安達 隆君）  大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  もう少し議論したいけど時

間がありませんので、私の主張したことを肝に銘じ

て今後活かしてもらいたいと思います。 

 次は、干拓地の問題と林業問題がありますけど時

間が短いので、議長、２つ一遍にやりますから。簡

単な答弁をさせてください。 

 １つは、干拓地のネギ栽培というのは西日本一で

すね。大きな所得を上げていますけれども、今回は

大雨のために冠水をして潮をかぶる、猛暑などで大

変な被害を受けて、秋の取り入れはどうなるのか、

冬はどうなるかと、もうすき込んだところが随分あ

りますね、きのうも現地を見ましたけれども。 

 この対策をどうするのかと、今後の問題で250億円

かけて直轄事業をやるようになりましたけれど、こ

れにひっかけて、こういう排水・冠水対策をぜひ早

急にやってもらえたらちゅうんが質問です。 

 もう一個のは、林業の関係でも、今、こういう形

で周辺部が注目されておりますので、その林道があ

ちこちめちゃくちゃなんです。通れない林道ばかり

です。だからこれについても予算を組んで林道整備

をする必要があるんじゃないかと。今まで以上のこ

とをやるべきじゃないかという質問です。これに答

えてださい。 
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 簡単でいいです、答弁。 

○議長（安達 隆君）  農業ブランド推進課長、藤

原博文君。 

○農業ブランド推進課長（藤原博文君）  では、干

拓地の農業振興についての内、白ネギの被害への掌

握状況と対策についてのご質問にお答えいたします。 

 本年７月の台風７号及び豪雨では、風雨と冠水に

より収穫直前の白ネギが影響を受け、減収などの被

害が生じました。 

 また、その後の猛暑、干ばつにより腐敗を発症さ

せる病気や、害虫であるシロイチモジヨトウが大発

生し減収が助長されております。 

 被害状況につきましては、豪雨時の冠水被害とし

て面積で約７ヘクタール、額で約700万円を算定して

いましたが、先程申し上げましたように猛暑などに

よる影響が加わり被害も終息していないため、現時

点で全体の算定はできていない状況であります。 

 議員ご指摘のように、本年産の白ネギの出荷量の

減少については秋冬ネギを中心に影響を受けるもの

として、私どもも大変危惧しております。 

 市といたしましては、猛暑・干ばつ対策としてス

プリンクラーやボーリングの掘削による冠水施設の

設置事業について、本年度の３カ所を含め、これま

でに47カ所を設置し現地でご活用いただいておりま

す。 

 病害虫対策といたしましては、県など関係機関と

連携し、農薬による防除情報を白ねぎ通信により周

知徹底を行っているところでございます。 

 また、シロイチモジヨトウ対策として性フェロモ

ンを用いて交信を攪乱し、産卵数を減少させる実証

に生産者有志で取り組んでおります。 

 当産地のスケールメリットを活かせる、この取り

組みの今年度の結果を踏まえ、来年度以降、実用化

と普及拡大を図ることでより効率的な防除体系を確

立し、農家所得の向上と白ネギ産地の振興に努めて

まいりたいと考えております。（○18番（大石忠昭

君）  議長、もう少し簡単な答弁でいいからお願い

します。） 

○議長（安達 隆君）  市参事兼耕地林業課長。 

○市参事兼耕地林業課長（都甲賢治君）  干拓地の

農業振興についてお答えします。 

 質問の排水樋門と排水機場については、今回の整

備に合わせて計画するようになっております。 

 それから、事業対象外の排水路については県営事

業なので検討したいと思っております。 

 林道については公共性の高いものは市で管理して、

その他の林道は地域の方と協力して管理していきた

いと思います。 

 以上であります。 

○18番（大石忠昭君）  終わります。ありがとうご

ざいました。 

○議長（安達 隆君）  一般質問を続けます。４番、

甲斐明美君の発言を許します。 

 ４番、甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  ４番、日本共産党の甲斐明

美です。一般質問を５項目いたします。 

 １項目めとして熱中症対策について。このごろは

台風や秋雨前線の影響で涼しくなってまいりました

が、ことしの夏は37度、38度と毎日が暑さとの闘い

でした。命にかかわる危険な暑さと報道されており、

来年の夏も大変な暑さになると思われます。 

 熱中症で病院に搬送された人は過去最多を記録し

ております。本市でも、６、７、８月の３カ月で22

人、救急搬送されています。熱中症を防ぐには、何

よりも家の中ではエアコンをつけることが効果的で

す。 

 福島県相馬市でエアコン未設置の65歳以上の高齢

者のいる住民税非課税世帯に、エアコンの購入と設

置費上限３万5,000円の補助制度があります。本市も、

65歳以上の高齢者で住民税非課税世帯にエアコンの

補助制度を創設してはどうか質問いたします。 

 失礼いたしました。もう一つの提案、２つ目とし

て、高齢者には昼間、サロンや集会所のエアコンの

あるところに集まって過ごせるよう、市が率先して

電気料の負担をするなど熱中症の予防対策に当たっ

てはどうでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  健康推進課長、清水栄二君。 

○健康推進課長（清水栄二君）  熱中症対策につい

てお答えいたします。 

 熱中症は、高温多湿な環境にいることで徐々に体

内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能が

うまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指

し、特に乳幼児や高齢者は体温調節が難しいため予

防に努めることが必要です。 

 市では熱中症予防のために水分・塩分の補給や小

まめな休息をとる、必要に応じてエアコンや扇風機

により室温の調節を行うなどを、市報やケーブルテ

レビ、ホームページで啓発を行っています。 

 ことしは異常な猛暑が続いたため、例年の啓発に

加えて告知放送を行うなど注意喚起を行ったところ
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です。 

 熱中症は高齢者だけがなる問題でもなく、実際に

エアコンを設置されているご家庭の方でも、さまざ

まな理由からエアコンを使用していないことで脱水

状態になる方もおられるようであります。 

 ご質問のエアコンの購入費及び設置費の助成につ

いてですが、確かにエアコンの使用は熱中症予防対

策の有効な手段の一つではありますが、市といたし

ましては、これまでどおり予防・啓発に努めてまい

りたいと考えております。 

 次に、熱中症予防のための電気料金の負担につい

てでありますが、市民の方のお話を聞くと、暑い時

期はなかなか集会所に集まること自体が難しいとい

うのが実情のようであります。 

 また、熱中症の危険性が高いときには、不要不急

の外出をしないということも熱中症対策の一つと考

えますので電気料金の負担については考えておりま

せん。 

 どうしても外出しなければならないときには、現

在、大分県において暑さを避けるため熱中症一時休

憩所の取り組みを行っております。 

 この熱中症一時休憩所は、市内の県及び市の公共

施設、薬局、商店、コンビニなどで座って休むこと

ができ、エアコンがあり、飲み物を購入できるとこ

ろに協力いただいております。熱中症予防とあわせ

て、この熱中症一時休憩所をぜひご利用いただきた

いと思います。 

 以上であります。 

○議長（安達 隆君）  ４番、甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  再質問いたします。 

 注意喚起をいろいろしていただきまして、それも

見ましたし、お互いに努力していることだと思いま

す。 

 先程の相馬市のお話をさせていただきますと、東

日本大震災と東京電力の放射能漏れの影響で自宅に

戻れない方たちが相馬市に居住して、震災前の1.数

倍、物の本によると1.5倍とか書いていましたけども、

そういう人口になっているにもかかわらず、熱中症

予防対策費として、この３万5,000円の補助制度を出

しております。塩あめなども市内にいる方にはたく

さん出しているようです。 

 本市でも高齢者に優しい市政を目指し、ぜひ来年

の夏に間に合うようエアコン購入の計画をしてもら

いたいと要望しますがいかがでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  健康推進課長。 

○健康推進課長（清水栄二君）  それでは再質問に

お答えいたします。 

 相馬市のお話が今ありましたけども、相馬市は確

かに補助を行っているようでありますけれども、本

市につきましては、今後におきましても予防・啓発

活動に力を入れていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  ぜひいいところを見習って、

豊後高田の市政が本当に優しい市政だと言われるよ

うにしてほしいと思います。 

 もう一つの提案として、高齢者が昼間、サロンや

集会所に集まって過ごせるようにということで提案

します。 

 サロンをわざわざ、暑いからといって開催するの

も難しいかもしれませんが、団地の集会所や地区の

集会所に集まって一緒にエアコンで涼むのもいいと

思います。 

 あるお寺の方が「このお寺は涼しいのでいつでも

涼んだらいい、講話を聞いたり昼食を食べたりした

らいい、何か考えんとお年寄りは弱ってしまう」と

言ってくれました。 

 一人で暑い中を過ごすというのもつらいものです。

暑いさなか、九州電力も熱中症対策として75歳以上

の高齢者のいる家庭で、スマートファミリープラン

契約をしている家では申し込みにより電気料を１割

割り引くと、テレビや新聞で知らせていました。高

齢者の方から「電話するがなかなか通じない、目が

回るようだ、何とかしてほしい」という声もありま

した。 

 北海道では、暖房費や雪かき費用などは自治体が

補助をしております。本市のような暑いところには、

せめて数人以上で使う集会所の冷房代を、ほんの数

カ月ですので、来年度に向けて補助していただけな

いか検討してもらいたいと思います。 

 そうすることで地域も元気になり、お年寄りも利

用方法を考えたりして元気になると思いますがいか

がでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  健康推進課長。 

○健康推進課長（清水栄二君）  それでは、集会所

の電気料金の補助についての再質問にお答えいたし

ます。 

 先程ご答弁いたしましたけども、市民の方に聞き

ますと、会合等を開いてもなかなか人が集まらない

というのが実情のようでありますし、また、集会所
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に行く途中でも熱中症になるおそれがあるというこ

とで、なかなか外に出れないというのが実情のよう

であります。 

 地区の集会所等の電気料金につきましては、これ

までも地区の事情は異なりますが、それぞれの地区

でご負担をいただいていたというのが現状でありま

す。今後におきましても、そういった形でお願いを

したいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  なかなか市のほうは、これ

だけの熱中症がふえていたり、この暑いさなかのこ

とについては冷たい態度をとるということなんでしょ

うか。今後、考えていっていただきたいと思います。 

 ２項目め、西日本豪雨災害についてです。 

 １つとして、７月７日前後、豪雨により西日本か

ら全国にかけて被害がありました。本市でも河川の

水位が上がり、崖崩れなども起こり避難勧告が出ま

した。 

 最近は局地的に長時間の降雨があり、夜間に災害

が発生したときの市職員や市会議員などに、非常事

態に備えて万全な対策をとれるよう防災についての

研修をしてはどうでしょうか。 

 ２つ目、本市の避難所のエアコン設置は半分ほど

ということですが、今後のエアコンの整備計画にお

いて早急に設置するべきではないでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  市参事兼総務課長、佐藤之

則君。 

○市参事兼総務課長（佐藤之則君）  議員ご案内の

西日本豪雨についてのご質問にお答えいたします。 

 本市では、７月６日の７時20分に大雨警報が発令

されたことを受け、災害対策連絡室を設置し、自主

避難所を開設いたしました。17時前には洪水、土砂

災害のおそれが高まったことから災害対策本部を設

置し、３地域に避難勧告を発令しました。18時15分

には土砂災害及び河川氾濫のおそれが高まったこと

から、市内全域に避難勧告を発令し、12の避難所を

開設したところであります。 

 結果的に、130世帯、227名の避難者があり、避難

所において毛布や非常用食料の配布など対応したと

ころでございます。 

 幸い本市では、人命にかかわる被害までには至ら

なかったものの、観測を始めた昭和52年以降最大と

なる48時間当たり降水量281ミリを記録し、道路への

土砂流入や路肩崩壊などの被害が発生いたしました。 

 道路の土砂など処理できるものについては対応が

終わっていますが、災害復旧工事など時間を要する

ものについても、できる限り早い対応をしていると

ころでございます。 

 ご質問の研修につきましては、まず職員につきま

しては、毎週水曜日に各庁舎や県との間で実施する

緊急通信訓練とあわせて、防災行政無線など防災機

器の通話試験を実施しております。 

 そのほかにも市職員の避難訓練として、火災の発

生と発生場所を来庁者や職員に知らせる情報伝達訓

練、来庁者や職員の避難誘導訓練なども実施いたし

ました。 

 特に昨年の10月には、初期初動訓練として全職員

を対象とした災害対応研修を実施したところでござ

います。 

 また議員におかれましては、国東半島３市議会議

員研修会や県議会議長と市町村議会議長との意見交

換会で、防災の研修が開催されるというふうにお聞

きをしておるところであります。 

 市ではこれまで、さまざまな災害に対する対策と

して、小学校区での総合防災訓練や自治会ごとの防

災研修会などを実施してまいりました。 

 今年度は、これまで６月24日に香々地地区の総合

防災訓練を実施し、自治会につきましては、田染真

木や桂陽地区、東都甲地区などで防災研修を開催し

てきたところでございます。 

 今後は、11月の中旬に高田地区での総合防災訓練

の実施も予定しておりますので、皆様におかれまし

ても参加をお願いしたいと思っております。 

 また、12月の１日、２日に合わせて２日間、防災

士養成研修を予定しております。議員の中にも、す

でに資格を取得いただき防災士の活動に取り組んで

いらっしゃる方もおります。ぜひ多くの皆様に研修

を受けていただきまして、地域の防災力向上に努め

ていただければと考えております。よろしくお願い

いたします。 

 次に、避難所のエアコン設置についてお答えをい

たします。 

 市では、災害の危険が切迫した場合、または災害

が発生した場合において、住民等に安全な避難先を

確保するため34の施設を市の避難所として指定して

おります。 

 議員ご案内のとおり、その内半分にはエアコンが

設置されておりませんが、その全てが体育館でござ

います。そもそも体育館につきましては、学校教育、
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それから社会教育のための施設でございまして、冷

暖房の設備には初期導入費用、それからランニング

コストも莫大にかかることから、現状では整備が困

難だと考えております。 

 しかしながら、もし大規模な災害が起こった場合

には、避難所生活も長くなりますことから、臨時的

に冷暖房のレンタルなども考えていかなければなら

ないと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  １つ目について再質問いた

します。 

 今回は明るいうちに避難勧告が出たため、避難で

きた人や自宅避難を判断した人もいました。私も、

自分の区の人たちには避難するかどうするか声をか

けて回りましたが、ひとり暮らしの方は自分一人の

判断では不安のようでした。 

 消防の方たちは、さすがに赤いライトで車の誘導

等してくれておりました。また、ずっと道を見て回

り、あちらに行っては危ない、こちらに行くべきだ

など話をしてくれました。 

 市職員の防災研修の資料を見ましたが、たくさん

の内容が書かれていましたが夜間のことはよくわか

りませんでした。私たち市会議員でも、夜間に二次

災害が起きないように何か役に立つことはないかと

思いますがどうでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  総務課長。 

○市参事兼総務課長（佐藤之則君）  甲斐議員の再

質問にお答えをいたします。 

 まず先般の避難勧告の中で、避難勧告を出した段

階で各所管、消防、それから消防団も合わせまして

いろんな活動に取り組んでいただいております。 

 今回、結果的には訓練みたいな形になったんです

けれども、実際に被害も起きているんで大変だった

んですが、実際に、いろんな地区の消防団の方々、

それから自治委員の皆様方も多大な協力をいただき

本当にありがたかったと思っております。 

 それから、ご質問の夜間の災害発生時における職

員の対応についてでございますが、夜間に職員が参

集するための連絡体制がまずありまして、これは常

日ごろから職員個人の携帯電話へ、まずは各種警報

が流されます。この警報によって各個人個人に県民

安全・安心メールが届くようになっております。 

 それを受けて、その内容に応じて必要な人間が部

署に参集していくということになるんですが、実際

に、これは訓練というよりも、その情報を受けて、

高田、真玉、香々地庁舎に定められた職員が参集す

ることになっておりまして、実際に、この警報とい

うのはしょっちゅう起きております。 

 ですから、昨年は年間６回程度。ことしにつきま

しても回数がすでに多くて、すでにもう６回、そう

いう参集が行われておりまして、この中には夜中で

あったものもありますし、早朝であったものもあり

ます。特に訓練をしなくても、もう実践でそれをやっ

ておるという認識でございますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  再々質問をいたします。 

 特別に夜間の訓練をしなくても、これまでいろい

ろ準備できているというようなことでしたけども、

今回は危険場所というのが比較的少なかったという

か、そういった感じだったので二次災害等が余り多

くなかったのではないかと思いますが。 

 やはり夜間というのは見えませんので、もっと強

力に訓練をしたほうがいいと思うんです。市会議員

の中にも、私も含めて防災士の資格を取りましたけ

れども、防災士協議会のほうからも何も言ってきま

せんでしたので、私は自分なりの知識の中で動きま

した。 

 やっぱり市会議員ということで、ぼうっとしてお

れないというのが本当の気持ちです。自分がそう言

うなら、あなたが気をつけてくださいと言われるの

はわかりますが、何か役に立つことがないかと、今

後とも考えていただきたいなと思いますがいかがで

しょうか。 

○議長（安達 隆君）  総務課長。 

○市参事兼総務課長（佐藤之則君）  甲斐議員の再々

質問にお答えをさせていただきます。 

 職員の研修については、必要に応じてやらせてい

ただきたいと思っておりますし、今後についても必

要であれば夜間の訓練も検討させていただきたいと

は思います。 

 ただ先程も言いましたように、通常の分ですでに

夜間の対応もさせていただいておりますので、全体

の中での検討という形にさせていただきたいと思い

ます。 

 それから、お話の中にありました先程の、今回の

災害については、議員の見方では危ないとこはどう

こうという話だったんですが、実際には全体の中で、

全域の避難を出しておりますので、かなり緊迫した
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状態だったと私は感じております。 

 そして、そのために職員がフル活動で、その時、

動いたというふうに思っておりますので、そちらに

ついてはご理解をいただきたいと思います。 

 それから、防災士協議会の関係ですけれども、防

災士協議会につきましては基本的に、この協議会皆

さん方、個人個人の防災士に指示をおろすものでは

ございません。協議会の中で、皆さんでそれぞれの

技能を高めていこうというのが目的でございますの

で、災害の場合に協議会が動いてどうこうするとい

うのはございませんので、そこはご確認いただきた

いと思います。 

 それから、防災士の中でも今回の災害の中で、我々

の災害対策本部のほうにおいでいただいて何かでき

ることはありませんかというような形でいただいた

方もいらっしゃいましたので、防災士の皆さん大変

前向きに、今、取り組んでいただいている。もちろ

ん議員さんも地域の中でやっていただいたというこ

とでございますけれども、前向きに取り組んでいた

だいているなというふうに感じておるところであり

ます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  私は先程、市内ですごく大

変だったわけではないみたいなふうに聞かれたかも

しれませんが、済みません、間違えました。 

 市内の大きく被災したところを私も見てまいりま

して、確かに崖崩れとか、川が崩れたり、いろいろ

なことがありました。それですが、ちょっと私の言

い方が悪かったんですけども、とても危険な状況じゃ

なかったみたいに言いましたけれど、市役所の職員

さんほか消防の方、たくさんの方が出て危険を回避

したということでして、大変、そうだったんですね

という感じです。 

 私も今後とも、議員としても、一個人としても、

防災士としても、私のできる限りのことをやってい

きたいとも思っておりますので、よろしくお願いし

ます。 

 次に、２項目めの再質問をいたします。 

 避難所のエアコンの設置のことですが、レンタル

で借りれるということを聞きまして安心しました。

避難所は安心して避難できるところでなければいけ

ないと思います。いつ災害が起こるかわからない昨

今、早く整備もしてほしいと要望をいたします。 

 学校のほうの体育館が多いということですけども、

体育館もエアコンが入るようになるといいと思いま

すので、整備を要求いたしたいと思います。いかが

でしょうか。 

○議長（安達 隆君）  総務課長。 

○市参事兼総務課長（佐藤之則君）  甲斐議員の２

項目めの再質問にお答えをいたします。 

 体育館のエアコンですが、先程も言いましたよう

に、大変莫大な費用がかかりますので、これが防災

のためだけというのでは、通常の分では大変厳しい

かなというふうに思っております。 

 しかしながら、これは子ども市議会でもそういう

形でお答えをさせていただいたんですけれども、津

波や洪水など、災害によっては使えない場合という

のもあるんですけれども、エアコンの整備されてお

ります教室それから特別教室、それから「花っこルー

ム」とか「おひさまひろば」、それから放課後児童

クラブ、こういった教育子育て支援拠点施設を、今

のところ、それに避難所としては指定しておりませ

んけれども、今後また避難所として活用できないか

検討してまいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  ３項目め、橋の整備につい

て質問いたします。 

 市が管理する橋について、橋の取りつけ部、橋の

路面の荒れているところなど早急に改善をしてほし

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  建設課長、永松史年君。 

○建設課長（永松史年君）  それでは、橋の整備に

ついてのご質問にお答えします。 

 現在、市が管理する橋梁は、352橋あります。これ

らの橋梁につきましては、平成24年度に豊後高田市

橋梁長寿命化計画を策定しましたが、その後、平成2

6年度の法改正により、５年ごとの定期点検の義務化

や、遠望目視による点検から近接目視へと点検手法

の見直しが行われたため、再度、平成26年度から平

成29年度までに、近接目視による全ての橋梁の点検

を実施したところであります。 

 この点検結果を踏まえ、今年度、橋梁長寿命化修

繕計画の見直しを行い、施設の劣化の程度、利用状

況、大型車両の交通量などを考慮しながら、優先順

位を決定し、修繕計画を策定したいと考えておりま

す。 

 議員ご質問の、橋の取りつけ部や橋の路面が荒れ

ている舗装の修繕につきましては、国庫補助金で行
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える橋梁の長寿命化修繕計画に合わせて実施するこ

とが費用面において最善であると考えておりますが、

強度・本体が健全で、修繕の優先順位が低いと判定

された場合、工事の着手が遅くなり、通行に支障が

出るおそれがあるため、橋の路面等の補修につきま

しては、通常の道路補修同様に、随時対応してまい

りたいと考えています。 

 なお、補修範囲が広範囲にわたり、多額な工事費

が必要となる場合などは、必要な予算を確保しなが

ら、計画的に実施していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  再質問いたします。 

 市の管理している橋の数は、300以上、352と言わ

れましたが、あるということで、これも１つ１つ確

認するのは大変なことだと思いますが、平成26年か

ら点検をして、一応全部済んだということですね。 

 資料要求で出した資料なんですが、資料によると、

年に２カ所から５カ所の修繕をしているようにあり

ます。橋の点検は、誰が、どのような方たちが、ど

のような方法でするのか、お聞きしたいと思います。 

 それと、通行量もあるでしょうが、見た目や、通っ

た時に路面が荒れているところは、今後どうするの

かと、いつも感じております。修理の順番がいつ来

るかわからない、こんな橋は、せめて、近隣住民や

自治会に説明をしてもらったりして、安全確保でき

るようにしてほしいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○議長（安達 隆君）  建設課長。 

○建設課長（永松史年君）  再質問にお答えします。 

 橋梁の点検につきましては、橋梁の点検の資格を

持たれました調査士、そういった、あとコンクリー

ト診断士等の有資格者によって、点検を行っており

ます。概ね５年に一度、近接目視による点検を行い、

５年に一度、その修繕の計画の策定の見直しを行い

まして、悪い橋梁のほうより随時修繕を行ってまい

りたいと思います。 

 現在、平均しますと大体、年二、三橋の修繕を行っ

ておりますが、緊急度が高い橋が多ければ、予算を

確保して早急に対応してまいりたいと思います。 

 橋梁の舗装などの修繕につきましては、現在、市

のほうでパトロールを行って、緊急性の高いものは

早急に補修を行っておりますが、先程も申しました

ように、広範囲にわたるもの、それから、どうして

も金額的にかかるものなどについては、予算確保し

ながら行ってまいりたいと思います。 

 それから、橋梁などの悪い箇所を地元の方に知ら

せるべきではないかということですが、現在、橋梁

の長寿命化の計画につきましては、ホームページな

どで公表をしておりますし、また急に悪くなったり

とか、そういった部分があれば、市のほうに連絡し

ていただければ、うちのほうで調査のほうを行い、

対応していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  橋と言いますが、普通の道

よりも、やはり危険度が高いと思うんですね。台風

等で、水圧とか、いろんなものが流れてきて、当た

る、そういうこともありますし、橋から氾濫すると

いうこともありますので、やはり橋というのは、意

外と安全確保を気をつけておかないといけないんじゃ

ないかなと思います。パトロールをしながら見てい

るということなので、信じていますけれども、やは

り近所の方にも聞きながら、橋の安全確保を今後と

もよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、４項目めの、合併浄化槽の法定検査手数料

について質問したいと思います。 

 合併浄化槽を設置している家庭では、年４回の保

守点検５人槽では5,400円と、法定検査手数料５人槽

5,000円、１、２年間に１回の汚泥の引き抜き料が、

かかります。金額は、汚泥引き抜き料、電気料など

を入れなくても、年約２万5,000円の維持費がかかり

ます。 

 そこで、法定検査が本当に必要なのかお伺いしま

す。必要であれば、県と市で負担すべきだと考えま

すが、どうでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  環境課長、後藤史明君。 

○環境課長（後藤史明君）  合併浄化槽の法定検査

手数料についてのご質問にお答えいたします。 

 合併浄化槽は、身近な生活排水であるトイレ、台

所、風呂、洗濯排水を適正に処理するために設置す

るものであり、河川などの水質保全に大きな役割を

果たしています。 

 しかし、使い方を誤ったり、維持管理が適切に行

われないと、放流水の水質が悪化したり悪臭が発生

してしまうことになり、逆に、生活環境を悪くして

しまいます。 

 このようなことから、国の法律である浄化槽法に

より、浄化槽の管理者に対しては、保守点検、清掃、

法定検査を実施するよう義務づけています。 
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 法定検査は、水質検査などを行い、保守点検や清

掃がきちんと行われているかを確認する、法律で定

められた重要な検査でありますので、当然必要であ

ると考えています。 

 なお、費用負担についてでございますが、合併浄

化槽は個人の所有物であり、法定検査手数料などの

維持管理費は、原則、管理者の負担により実施して

いただくものですので、市としての費用負担をする

ことは考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  再質問いたします。 

 検査項目が保守点検と法定検査ではどう違うか見

ましたが、形式が違うので、よくわかりませんが、

保守点検を年４回しており、異常なしと出た場合も、

どうしても法定検査が必要なのか。これまでの保守

点検時の用紙や汚泥引き抜きの証明書などもあれば、

よいのではないでしょうか。年１回の法定検査の時

に、保守点検がきちっとできているかどうかという

のは、証明書を出したりしますし、見張りのための

ものであれば、5,000円の個人負担は必要ではないと

思います。どうでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  環境課長。 

○環境課長（後藤史明君）  合併浄化槽法定検査手

数料についての再質問にお答えいたします。 

 先程もご答弁いたしましたが、この法定検査は、

合併浄化槽法という法律に定められた必要な検査で

あります。いろんなケースもありますが、やはり、

きちんと保守点検それから清掃がされているかを確

認するために、やはり必要な検査であると考えてお

りますので、ぜひ受けていただきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  再々質問いたします。 

 高齢者の方で、「合併浄化槽を設置することで気

持ちよく暮らせているのはいいけれど、家族が減り、

ひとりになっても維持費が結構かかる。年金生活だ

から、どこか減らすことはできないか、いつも考え

ている」と言われた方がいます。 

 本市では、平成29年には合併浄化槽の数が1,415

基ですが、法定検査の実施基数は1,153基です。法定

検査をしていない世帯は、二、三十％です。法定検

査をしていない世帯は、どうしてなのか。 

 本当に必要であれば、必要なら県と市で負担して

ほしいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  環境課長。 

○環境課長（後藤史明君）  合併浄化槽法定検査手

数料についての再々質問にお答えいたします。 

 先程、議員からご指摘ありました、検査をされて

いない方というのも確かにありますが、そういった

方は、検査機関から未受診ということで、こちらの

市のほうに通知が来ます。市のほうから文書による

通知を送る、それからケースによっては電話等も行

いながら、受診勧奨を努めているところでございま

す。 

 今後も引き続き勧奨を行っていきたいと思います。 

 この検査につきましては、やはり必要な検査であ

りますので、費用はかかりますが、ぜひ受診をして

いただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  最後、５項目めです。教職

員の長時間労働についてです。 

 １つ目。教育委員会は、教職員の長時間労働を本

気になって減らすつもりなら、教職員の自宅への持

ち帰り仕事を含め、勤務実態を明らかにすべきでは

ないでしょうか。 

 ２つ目。せめて、学校での勤務時間を知るために、

タイムレコーダーを早急に導入することを要望した

いと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  学校教育課長、小川 匡君。 

○学校教育課長（小川 匡君）  教職員の長時間労

働に関するご質問についてお答えいたします。 

 教職員の自宅への持ち帰り仕事を含めた勤務実態

についてですが、家庭の事情などから、校内での時

間外勤務以外で学校長の許可を得て、やむを得ず自

宅等で業務を行う教職員もおりますが、その時間数

の把握の方法なども含めて、教育委員会では、今年

度、働き方改革推進委員会を設置いたしましたので、

その中でも議論を重ねているところでございます。 

 教育委員会といたしましては、引き続き、自宅へ

の持ち帰り仕事を含めた時間外勤務の縮減に向け、

各学校への指導・支援や子どもと向き合う時間の確

保、さらに、本来、教職員の担うべき業務に専念で

きる職場環境づくりに努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、タイムレコーダーの導入についてのお尋ね

ですが、引き続き、パソコンのグループウェアによ

るタイムカード機能を活用することにより、勤務時



９月 13 日 

 - 50 - 

間の把握に努めてまいりたいと考えております。 

 これからも、教職員一人一人が勤務時間を意識し

た働き方を実践できるよう、教職員の在校時間を把

握するとともに、働き方の見直しに向けた意識改革

を推進し、教職員の勤務の特殊性も考慮しながら推

進してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  １つ目の再質問をいたしま

す。 

 前回の６月議会で明らかになったのは、教職員の

平均超過勤務時間です。始業前、Ａ小学校・Ｂ小学

校・Ｃ中学校とも40分から50分前に来て、夕方の終

業からＡ小学校は１時間20分の超過勤務をし、Ｂ小

学校とＣ中学校は２時間の超過勤務をしていました。

これは、平均で、毎日、毎日のことです。 

 この上、紛失などのリスクを負いながら、校長の

許可を得ながら、自宅に持ち帰り仕事があれば、もっ

と仕事をしているということになります。休日でも、

学校に残った仕事をしに行く教職員もいます。 

 調査を極力、大人数で、していただきたい。少し

でも仕事ができると思われたいというふうに隠す人

もいるかもしれませんが、校長が許可をしているの

ですから、そこのところは、しっかり調査していた

だきたいと思います。いかがでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  学校教育課長。 

○学校教育課長（小川 匡君）  それでは、再質問

にお答えします。 

 持ち帰り仕事につきましては、個人の家庭の背景

やライフスタイル等で、なかなか１つにまとめ切れ

ないところがあると思います。現在、個人情報の問

題や情報の管理の中で、持ち帰り仕事の縮減が求め

られているという実態もあります。 

 先程ご答弁申し上げたように、今年度立ち上げま

した働き方改革推進委員会の中で、議員ご指摘のこ

とを踏まえながら話し合いを進めてまいりたいと考

えておりますので、ご理解のほうよろしくお願いい

たします。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  ２つ目の、タイムレコーダー

のことです。再質問をいたします。 

 勤務時間管理について、私は、パソコンのグルー

プウェアの管理では時間の漏れが出ると考えており

ます。 

 県の教育委員会では、「タイムレコーダーは、客

観的なデータが出る利点がある」と言っています。

大分市の小中学校でも、学校独自で導入していると

ころもあるようです。 

 また、県内の自治体でも、今回９月議会でタイム

レコーダー導入の予算を提出しているところもあり

ます。そこは、県南の市で、34の小中学校があり、

教職員は520人の規模のところです。予算は330万円

です。今回の予算案が承認されたら、12月ごろから

はタイムレコーダーを設置するとのことです。学校

での勤務時間が適正に把握できるのではないでしょ

うか。これにより、業務改善を進めていくことでしょ

う。 

 教職員は、超過勤務手当がありません。それは、4

7年前につくられた、基本給に４％を上乗せするかわ

りに残業代を支払わない特別措置法があるからです。

４％は、月７時間分の残業代に相当します。 

 昔はよかったかもしれませんが、今では月に40時

間以上の超過勤務をしている教職員には、この特別

措置法は、意味がありません。「超過勤務手当を出

さないんだから、働きたい放題させておけ」という

のは、たまったものではありません。 

 本市でも、タイムレコーダーの導入を早急に考え

てほしいと思います。いかがでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  学校教育課長。 

○学校教育課長（小川 匡君）  それでは、甲斐議

員の再質問にお答えいたします。 

 先程ご答弁申し上げましたように、本市では、パ

ソコンによるグループウェアのタイムカード機能を

活用して、勤務時間の管理をしております。朝来て、

パソコンを立ち上げ、そして退庁の時にシャットダ

ウンをするということで在校時間の管理をしている

ということですので、タイムレコーダーの機能とほ

ぼ同じと認識しております。 

 その機能がしっかりと教職員に、理解をし、適正

に行われるように、今後、適正に管理できるように

指導をしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  再々質問いたします。 

 私が「グループウェアでなく、タイムレコーダー

に」というのをたびたび言っておりますが、パソコ

ンを立ち上げるというのが、学校に行きましたら、

一目散にパソコンのほうに行って、そして帰る時に

は必ずパソコンを閉じる。そういったことは、教員
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にとってはなかなか難しいことなんです。 

 学校に来て、交通指導をしたり、子どもまたは教

職員の同僚から声をかけられるようなこともありま

す。もう、そこで相当な時間が変わってきます。帰

る時も、クラブ活動・部活などもありますし、パソ

コンを確実に閉じる、必要な時間に確実に閉じると

いうようなことができないんではないかと考えます。 

 県の教育委員会にも聞きましたが、まあ、まだ始

まったばかりなので、きちっとしたデータは出てお

りませんが、「タイムレコーダーは客観的なデータ

が出る利点がある」と先程言いましたが、本当に、

電話しているそのそばで、ちょうどタイムレコーダー

の資料を見ていました。本当に、そこまでみんなが

タイムレコーダーにこだわるというのは、やはり時

間差、無駄が、漏れがあるのではないかと考えます。 

 教職員には本当にたくさんの仕事があります。そ

のためにも、５年、10年後でも、健康で働き続けら

れるように、教育委員会や管理職が、本市の教職員

の労働環境を整えていくべきだと思います。 

 平成28年度の厚生労働省の調査・分析でも、労働

時間を正確に把握することが、残業時間の減少、年

休取得日数の増加、メンタルヘルスの良好化に役立っ

ている。労働時間を正確に把握し、無制限な勤務を

よしとするのではなく、限られた時間の中で効果を

上げられるような働き方を進める必要があると緊急

提言されております。 

 理想を言っていると思われるような部分がありま

すけども、教職員の数が足りないというのが、一番

の問題です。国に定数をふやしてもらう。本市の教

育委員会から強く要望してもらいたいと考えますが、

これについてはどう思いますか。 

○議長（安達 隆君）  教育長、河野 潔君。 

○教育長（河野 潔君）  それでは、甲斐議員の再々

質問にお答えをいたします。 

 現在、学校全体の中で、教職員もＩＣＴの活用と

いうことを推進をしておるところであります。その

中の１つが、パソコンによるグループウェアのタイ

ムカード機能の徹底ということを図っているわけで

ありますので、パソコンを立ち上げること、そして

閉じることというのは、これは私たち教職員として

も、ごく当然のことだと、そういうように考えてお

るところであります。 

 そして、これから、学校という教育の特殊性とい

うことも配慮しながら、そして現在、委員会も立ち

上げておるわけでありますけれども、取り組むべき

仕事の適正化ということも考えながら、現在、でき

ることから少しでも早く改善に向かって努力をして

いるところでありますので、ご理解をいただきたい

と思いますし、また教職員の定数増につきましては、

これは年間通して常に県教委のほうにも要望をして

おるところでありますので、これからも、その要望

はし続けていきたいと、そういうように思っており

ますから、よろしくお願いをしたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  これで一般質問を終わりま

す。 

○議長（安達 隆君）  しばらく休憩します。 

 午後の会議は、13時に再開をいたします。 

午後０時00分 休憩 

午後１時00分 再開 

○議長（安達 隆君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一般質問を続けます。 

 ２番、中尾勉君の発言を許します。中尾勉君。 

○２番（中尾 勉君）  皆さん、こんにちは。議席

番号２番、新政会の中尾勉でございます。通告に基

づきまして一般質問をさせていただきます。 

 質問に入る前に、９月６日未明発生をいたしまし

た北海道胆振東部地震により、尊い命が奪われまし

た。お亡くなりになりました方々へのご冥福を申し

上げますとともに、被害に遭われた方々に心からお

見舞を申し上げます。 

 さて、先般の子ども市議会、大変お疲れさまでご

ざいました。すばらしい子ども市議会が開催をされ

たというふうに思っております。教育長を初め、担

当者、教職員の方々に感謝を申し上げます。子ども

たちの質問の仕方、そして資料を見ないで質問をす

る様子を見て驚きましたし、私も見習わなければな

らないというふうに思っていますが、私のほうは資

料を見ながら質問をさせていただきます。 

 まず１点目、働き方改革の取り組みについてでご

ざいます。 

 2018年６月29日、参議院本会議で働き方改革関連

法案が可決成立いたしました。働き方改革推進法は、

働き方改革の総合的、継続的な推進、時間外労働の

是正と多様な柔軟な働き方の実現等、雇用形態にか

かわらない公正な待遇の確保、この３つを柱として

います。 

 この法律の趣旨としては、まず長時間労働の抑制
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にあるというふうに思っています。長時間労働は、

過労死や過労自殺のリスクを高めるものであり、深

刻な社会問題となっています。県内の公務員職場に

おいても、県の職員や教職員の過労死の実例が見ら

れております。教職員が勤務する学校でも、働き方

改革は進められているというふうに思っています。 

 教師の多忙や残業の多さは特に問題視されており、

学習指導以外で部活動や学校行事の対応の問題が混

在化しています。学校、教師の業務の適正化の取り

組みとして、部活動、授業準備、学習評価や成績処

理等多岐にわたる範囲で、学校、教師の業務につい

て改善内容が中教審から示されています。 

 例えば、部活動については、指導員や外部人材の

参画などを促していますし、運動部活動で顧問を務

める教員、生徒が、部活動に関して何らかの悩みを

抱えているという実態調査も報告をされています。

部活動の日数や時間を減らしても、問題解決にはな

かなかならないのではないかなというふうに思って

います。 

 先般、教員のかわりに中学校の部活動を指導する

部活動指導員について、文科省は来年度各地の公立

中学校に１万2,000人を配置する方針を決めました。

新たな学習実施要項が実施される中、2021年度まで

に約３万人にふやすことを目指すことが報道されま

した。各自治体が担い手を確保できるかが課題であ

るというふうに思っています。 

 そこで、まず本市の部活動の状況について、どの

ように取り組んでおられるのかをお伺いします。ま

た市長が就任後、直ちに職員に対して働き方改革を

提唱したと聞いております。その対策及び長時間労

働の解消は進んでいるのかをお伺いをいたします。 

 次に２点目、子育てしやすい職場環境づくりにつ

いてでございます。 

 子育て支援を推進する本市において、子育てと仕

事が両立できる働きやすい環境づくりは重要な課題

と思っています。女性は、結婚、出産、育児、それ

ぞれの時期において働き方の選択が迫られており、

また子育て期の女性労働者は、短時間勤務や子ども

の病気等で休暇確保など、柔軟な働き方を希望する

割合が高くなっていることから、個々の状況に応じ

た多様な働き方が選択できる職場環境整備が民間企

業には求められています。 

 厚労省が、主に中小企業向けに育児復帰支援プラ

ンの策定を推進しています。育児復帰支援プランの

中には、育児休暇時の面談もあり、積極的に取り組

んでいる民間企業も少なくはありません。 

 市を上げて子育て推進施策を推進している中、本

市においても働く側にとって子育てしながら働きや

すい環境づくりが進めば、市全体として移住定住に

もつながると思っています。こうした取り組みにつ

いて、市内の企業に対しての働きかけが必要ではな

いかと思いますが、その前にまず市が事業所として

の模範を示すべきではないかと考えています。 

 育児復帰支援プランにあるように、例えば育休か

ら吹っ切る前に電話相談や面談の機会を設けるなど、

不安軽減につながる取り組みをまず市役所から実施

してはと思いますが、そのような考えがあるかお伺

いをいたします。 

 １回目の質問を終わります。 

○議長（安達 隆君）  市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  私からは、職員の長時間

労働の解消に向けた取り組みについてお答えいたし

ます。 

 国においては、働き方改革関連法が公布され、民

間大手では来年度から時間外労働の上限制限などが

導入されることとなりました。これまで民間企業で

は、ノー残業デーの実施や朝方勤務やフレックスタ

イム制、新たな休暇制度の導入などといった対策を

行っていたところが多いようでありますが、これら

の実効性を高めるポイントは労使一体による危機感

を持った意識改革にあるようです。 

 本市では、これまで厳しい行財政改革に取り組む

中で、職員定数の適正化が図られました。その一方

で、行政ニーズの多様化や高度化、さらには権限移

譲などにより事務量は増加し、必然的に時間外勤務

は増加傾向にございました。 

 私は、昨年４月の市長就任時に、こういった状況

を問題視し、健康的な市役所でなければと考えてお

りました。職員の働き方改革を提唱するとともに、

就任式において午後６時までに退庁するよう全職員

に向けてメッセージを送りました。また、私みずか

らも職員の負担軽減につながればと、できる限り早

目の退庁を心がけてまいりました。 

 このような方針に沿って、それぞれ所属長を中心

に業務内容の見直し等を行っておりますし、時間外

勤務をする場合は事前に職員が上司に相談すること、

また事後には上司は職員に実績を確認することで、

職場のコミュニケーションを円滑にしているところ

でございます。 

 そして、毎週水曜日のノー残業デーの徹底に取り
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組んでいるほか、パソコンの稼働時間の多い職員に

対しては、総務課のほうから所属長あるいは本人に

個別指導し、健康面への配慮と業務量の平準化等を

図ってきたところでございます。 

 こういった地道な取り組みにより、これまでどこ

となく遅くまで残ることが美徳というような風潮が

少しずつ変化し、職員はメリハリを持って働こう、

効率的に変えようと考える機会がふえてきたように

感じられます。 

 平成29年度におけるパソコンの稼働時間を集計し

た結果と平成28年度を比べてみますと、時期的な変

動や職場間での差異はありますが、全体で約32％削

減されていることがわかりました。今後も職員が健

康的でやりがいと目的を持って働けるよう、必要な

取り組みを行うことで職員の英気が養われ、ひいて

は住民福祉の向上につなげてまいりたいと考えてい

るところであります。 

○議長（安達 隆君）  教育長、河野潔君。 

○教育長（河野 潔君）  中尾議員の質問の内、教

職員の長時間労働解消対策、中でも部活動指導につ

いてお答えをいたします。 

 部活動は、生徒の自主性、協調性、責任感、そし

て連帯感などを育成し、生徒同士及び教職員と密接

に触れ合う場として、大きな意義があると考えてお

ります。 

 生徒の健やかな成長や豊かな学校生活の実現に大

きな役割を果たすと考えておりますし、そのために

も行き過ぎた活動が行われ、教職員、生徒ともにさ

まざまな弊害が生じることのないように取り組むと

ともに、中尾議員の言われる子どもの部活動に対す

るモチベーションもずっと維持していかなければな

らないと考えております。 

 さらには、教職員の負担を軽減するという観点か

ら、まず複数指導体制ということや、また地域の専

門的な指導者として現在外部指導者を17名配置をし

ていただいておるところでもありますし、また今年

度から国において教員の部活動における負担を軽減

するという観点から、部活動指導員の配置が制度化

され、学校における部活動の指導体制の充実が図ら

れるよう法の改正が行われたところであります。 

 今年度は、高田中学校に部活動指導員を１名配置

をしたところでもありますし、これによりまして教

職員の部活動顧問の負担軽減や部活動の充実、活性

化につながっているものと思っておりますし、今後

その拡大に向けて努力をしていきたいとそう思って

いるところであります。 

 次に、部活動における休養日についてであります

けれども、これは教職員の働き方改革もあわせて文

部科学省スポーツ庁からのガイドラインが出ました

し、それに基づきまして土曜日、日曜日の部活動は

いずれか１日を休むということ、それから１週間の

部活動の活動日は原則として５日以内ということを

定めておるわけであります。 

 今後はこのガイドラインに基づきまして、さらに

教職員の負担軽減の観点にも配慮し、生徒及び保護

者の多様なニーズにもしっかりと対応して、持続可

能で質の高い教育、そして部活動指導を推進してま

いりたいと考えておりますから、どうぞよろしくお

願いをいたします。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  総務課長。 

○市参事兼総務課長（佐藤之則君）  中尾議員ご質

問の子育てしやすい職場環境づくりについてお答え

をいたします。 

 国におきましては、仕事と家庭の両立支援を図る

ため、育児、介護休業法や、次世代育成支援対策推

進法などの整備を初め、先進的な取り組みを推進し

ている企業を表彰するなどし、支援につなげる取り

組みを促進しています。 

 表彰された事例を見てみますと、育児休業や各種

休暇制度の充実、勤務時間短縮等の措置、朝方勤務

や在宅勤務の制度導入など、それぞれで創意工夫に

基づいた取り組みが実践されています。 

 本市では、平成27年度に次世代育成支援と女性活

躍推進を図るための新たな特定事業主行動計画を策

定し、男女がともに仕事も家庭も充実感を得ること

ができる環境づくりを進めているところであります。 

 特に、職員が育児休業から復職する際は、仕事と

家庭の両立に大きな不安を感じるケースが多いとい

うことで、復職に当たっての希望などを総務課担当

が聞きとる機会を設けるようにしております。少し

でも不安を和らげられるよう配慮しているところで

ございます。また、職場復帰に当たりましては、勤

務終了後なるべく早くお子さんを迎えに行けるよう

な職場、業務を念頭に配置を検討しております。 

 子育てと仕事を両立支援するためには、長時間労

働の問題と同様職場全体の意識改革と、それぞれが

おかげさま、お互いさまという温かい思いやりの心

を持ち続けることが重要と考えております。 

 また、市長が提唱いたします働き方改革を推し進
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めることもあわせまして、子育て中の職員が不安を

解消し、やりがいを持って働けるような職場風土づ

くりに努めてまいりたいと考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  中尾勉君。 

○２番（中尾 勉君）  わかりました。市長は、就

任時に職員の前で６時に帰らすというふうに公言を

していました。市長就任以来、夜遅くまで庁舎に灯

りがついていることが少なくなったというふうに市

民から聞くようになりました。 

 しかしながら、時期によって違いはあるんでしょ

うけども、一部の職場では恒常的な時間外があるよ

うにあります。サービス残業とならないよう職場環

境の整備、それから管理職の意識管理をお願いをし

ます。 

 引き続き長時間労働解消の取り組みと、ワークラ

イフバランスの充実、市の職員や教職員が健康で前

向きに仕事に取り組めるよう、また子育てしやすい

職場環境づくりの取り組みを要望して、次の質問に

移ります。 

 ２点目、子ども医療費の無料化に伴う進捗状況に

ついてでございます。少子化対策は国の責務であり、

現状認識だけでなく国がどこまで負担すべきかを議

論を始める時期が来ているというふうに思っていま

す。 

 自治体は、人口定住対策を厳しく争っている中で、

本市は幼稚園、小中学校の給食費の無償化と高校生

までの医療費の無料化をセットで踏み切りました。

自治体の自助努力とはいえ、子育て世代の争奪戦と

なっています。市レベルで両方の無料化をするのは

九州で初であり、子育て世代を呼び込む先行投資と

いう位置づけとされているわけですが、周辺の市町

村への影響も大きいというふうに思っております。

無料化を始めた４月から半年近い５カ月が経過をし

ましたので、現状どのようになっているのかを確認

したいというふうに思います。 

 そこで質問です。病院窓口の個人負担分、当然無

料ですのでないんだと思いますけども、立てかえと

いうのがあるのか。２つ目、医療費助成額の平成29

年度実施との比較についてお伺いをします。 

 １回目の質問を終わります。 

○議長（安達 隆君）  子育て支援課長、水江和徳

君。 

○子育て支援課長（水江和徳君）  子ども医療費助

成事業についての質問にお答えします。 

 子ども医療費の助成につきましては、ご案内のと

おり人口増施策の柱の１つであり、子育て支援の充

実を図るため、今年度４月から助成対象者の拡充を

行い、高校生までの子ども医療費を無料としている

ところでございます。 

 まずご質問の、病院窓口での負担についてでござ

いますが、助成対象者が県内の医療機関を受診され

た場合、受給資格者証を提示していただくことによ

り、窓口での負担は生じないことになっています。 

 ただし、県外での医療機関を受診された場合、ま

たは受給資格者証を忘れた場合は、一旦窓口で医療

費の自己負担分をお支払いいただき、後日領収書を

市の窓口に持参し、申請を行うことで助成が受けら

れる仕組みとなっています。 

 次に、医療費助成額の平成29年度実績との比較で

ございますが、８月末時点での平成29年度、昨年度

の実績は、助成件数8,050件、助成金額1,420万8,28

2円の実績に対しまして、今年度は助成件数１万2,5

67件、助成金額2,301万7,525円の実績となっており

ます。 

 なお今年度の実績の内、拡充を行いました小学生・

中学生の通院分と高校生の通院、入院分の４月から

６月までの受診に係る助成実績につきましては、ま

ず小学生・中学生の通院分は、助成件数3,353件で、

助成金額674万2,852円となっております。次に、高

校生の通院、入院分は、助成件数851件で、助成金額

206万8,170円となっております。 

 子ども医療費助成の拡充につきましては、事業の

初年度ということもありますが、概ね想定内で推移

していると判断しているところでございます。今後

につきましても、適正な事業の実施に努めていきた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  中尾勉君。 

○２番（中尾 勉君）  子ども医療費の拡充分につ

いては、想定内で推移をしているというところであ

ります。まだ５カ月ぐらいしか経過をしていません。

引き続き適正な事業の実施に努めていただきたいと

いうふうに思います。 

 次の質問に移ります。３点目、定住支援対策でご

ざいます。 

 昨年12月議会でも、分譲団地無償提供分の進捗状

況について質問をしました。市長答弁は、造成地は

西真玉地区を想定しており、先般説明した内容では



９月 13 日 

 - 55 - 

 

造成地全体で約１万7,000平法メートル、区画数28

区画を予定しています。筆数としては25筆、地権者

は14名となっています。しかしながら、地権者の皆

様の意向等によってはこうしたものも変わっていく

ことがあることも考えられますというふうなご答弁

をいただきました。 

 今回の分譲地については、土地を無償で提供する

ということから、できる限り造成費用を安価に抑え

る必要があるというふうに思っています。また、ラ

イフラインである上下水道と社会基盤整備も充分考

慮をしていく必要があるというふうに思っています。 

 そこで質問ですが、分譲団地造成の概要、進捗状

況及び上下水道等整備についてお伺いをいたします。 

 １回の質問終わります。 

○議長（安達 隆君）  建設課長、永松史年君。 

○建設課長（永松史年君）  それでは、定住支援対

策の内の分譲団地造成の概要と進捗状況についての

ご質問にお答えします。 

 分譲団地造成につきましては、ご案内のとおり人

口増を図るための施策の一つとして、現在、真玉大

村地区において整備を進めているところであります。 

 まず、分譲団地の整備概要でありますが、計画造

成面積は約1.8ヘクタールとなり、現時点において１

区画100坪前後で、34区画を予定しています。当初計

画においては、造成面積を約1.7ヘクタール、区画数

を28区画として説明していましたが、設計や地元関

係者と協議をする中で新たな用地の協力等があり、

計画の見直しをさせていただいたところであります。 

 進捗状況としましては、現在、分譲団地の測量及

び造成計画の詳細な設計を行っており、同時に農業

振興地域の除外申請や文化財調査等を進めていると

ころです。今後、計画が決まり次第、農地転用や用

地買収、開発行為に係る許可申請等の手続を順次

行っていく予定であります。 

 また、造成工事につきましては、開発許可等の手

続に一定程度の期間が必要となりますので、その手

続が整い次第着手していきたいと考えております。

本格的な着工は来年度となる予定ですが、本年度中

には一部造成工事にかかりたいと考えております。 

 本事業の完成時期としましては、平成31年度末を

予定してるところでありますが、早期完成を図れる

よう努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  上下水道課長、早尻真一君。 

○上下水道課長（早尻真一君）  それでは、定住支

援対策に関するご質問の内、ライフライン、上下水

道整備についてお答えをします。 

 ご質問の分譲団地造成に伴う上下水道整備につき

ましては、上下水道事業の計画変更に係る県知事認

可と下水道整備に伴う国庫補助要望の手続を昨年度

に完了いたしまして、現在、建設課で行っておりま

す団地本体の造成計画に合わせて実施設計を行い、

本事業の進捗に支障を来たさないようその関連工事

との調整を図りながら、上下水道工事を実施してく

予定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  中尾勉君。 

○２番（中尾 勉君）  人口増に向けての公約にお

いて、分譲団地の無償提供というのは非常にインパ

クトがあって、市長らしい考えだろうというふうに

思っております。 

 一部計画の見直しがあったとのことで、少しおく

れているのかなというふうに思っています。平成31

年度末の完成というご答弁でありましたが、早期完

成に向けて努めていただきたいというふうに思って

います。 

 また下水道については、造成地の付近まで整備を

されていますが、上水道についてはこれからという

ことになります。分譲団地への排水計画だけでなく、

周辺地域を含む中長期的なビジョンに基づく実施計

画をお願いして次の質問に移ります。 

 ４点目でございます。ふるさと納税の取り組みに

ついて。 

 ふるさと納税は、納税とは言いますが地方自治体

への寄附を通じて地方創生に参加できる制度のこと

をいいます。住民が生れた故郷だけでなく、お世話

になった地域や応援したい地方など、好きな自治体

に寄附を送ることができるのが特徴です。そして、

そのお礼として、その土地の特産品や名産品がお礼

品としてもらえることから人気になっています。 

 しかしながら、返礼品競争が激化し、返礼品の還

元率を３割以下に抑える規制がかかっています。一

方で、申し込みが殺到する時期には返礼品寄附金受

領証明書等発送に追われ、職員が激務となっている

というふうにお聞きしております。 

 本市では、幼稚園、小中学校の給食費の無償化と

高校生までの医療費無料化をセットで踏み切りまし

た。市長は、財源についてはふるさと納税を充てる

とご答弁をしております。 

 そこで質問です。増収に向けた新たな取り組みが
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あるのか、２つ目、平成29年度実績との比較につい

てお伺いをします。 

 １回目の質問終わります。 

○議長（安達 隆君）  企画情報課長、丸山野幸政

君。 

○企画情報課長（丸山野幸政君）  それでは、ふる

さと納税に関するご質問にお答えをさせていただき

たいと思います。 

 まず１点目の増収に向けた新たな取り組みについ

てでございます。 

 今年度は、主に３つの新しい取り組みを行ってお

ります。まず１つ目の取り組みは、お礼の品の写真

撮影とカタログ作成でございます。ふるさと納税は、

民間の大手インターネットサイトからの申し込みが

中心になりますが、豊後高田市のお礼の品だけでな

く全国各地のお礼の品も掲載されております。 

 本市のお礼の品は、提供もとの事業者の方から写

真データをいただいておりましたので、中には画質

が荒いものもございました。寄附額の多い自治体の

写真と比較すると、魅力が充分に伝わり切れてない

状態にあると思われましたので、印刷事業者と契約

し、プロの写真家によりほぼすべてのお礼の品の写

真を撮影し直しました。現在、写真が届き次第、順

次インターネットサイトの写真を入れかえている状

態であります。 

 そして、今回撮影した写真を活用したカタログを

作成し10月には完成予定となっておりますので、観

光客の方や国民文化祭など県外からおこしになる方

にもお配りし、電子媒体、紙媒体両面でＰＲに努め

ていきたいというふうに考えております。 

 次に、２つ目の取り組みはインターネット広告で

あります。これは、ボーナス月となります６月末に

あわせてスタートしたものでございます。インター

ネットを利用されている方はご存じと思いますが、

インターネット画面の特定の位置にさまざまな広告

が掲載されております。 

 これは、専門的な知識が必要となりますので、民

間事業者に委託をしまして本市のお礼の品の主力で

ありますおおいた豊後牛の画像を中心に情報発信し、

本市のふるさと納税ページに誘導できるように取り

組みを進めているところでございます。 

 次に、３つ目の新しい取り組みとして、これは増

収を図る間接的な取り組みになりますが、寄附の受

付体制の整備でございます。 

 これまでは、寄附があった場合に職員が１件１件

お礼の品の発注書を作成し、返礼品事業者の方へ

ファックスをしておりました。そして発注書を受け

取った事業者の方は、１枚１枚手書きで宅急便の伝

票に送り先を記入していただいておりました。 

 これを４月からは、クロネコヤマトの宅急便に一

括委託をいたしまして、発注はボタン１つで終了、

そして送り状はあらかじめ印刷されたものが届けら

れ、事業者の方はその印刷された伝票を荷物に貼っ

てお届けできるということになりました。事業者の

方もこれは随分手間がかからないようになったとい

うふうに思っておりますので、寄附件数の増加にも

対応できる仕組みになったというふうに思っており

ます。 

 次に、２点目のご質問の平成29年度実績との比較

について、申請額ベースでお答えをさせていただき

たいと思います。 

 ４月のスタート時は、先程お答えいたしました発

注システムの見直しによりシステム改修が必要とな

り、半月の募集停止を余儀なくされまして約440万円

の寄附額となりました。 

 これは昨年の４月と比べて約900万円のマイナスと

いう、非常に苦しい中でのスタートとなりました。

その後、新たな取り組みを中心に徐々に体制を強化

いたしまして、５月は約1,090万円、６月は約1,630

万円の寄附の申請をいただきました。この２カ月分

で比較しますと、前の年に比べて約920万円の増とな

りましたので、４月のマイナス900万円分はこの時点

で全て解消できました。 

 そして、７月は引き続き約1,620万円、そして８月

も約1,670万円の寄附の申請をいただき、８月末現在

では合計約6,500万円となりました。前の年と比べて

２カ月早く6,000万円台を突破し、約2,000万円の増

となっております。 

 そして昨日、９月12日までの集計ではトータルで

約7,500万円となりまして、前の年と比べて約2,700

万円の増となっております。引き続き寄附額の最も

多くなる12月に向けましてピーアール等に努めてま

いりたいと考えておりますので、よろしくお願いを

申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  中尾勉君。 

○２番（中尾 勉君）  さまざまというか３つの大

きな改善、増収に対する取り組みを答弁いただきま

した。特に返礼品の発送方法について、民間業者に

委託をしたと、繁忙期にも対応できるようなシステ
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ムにしたということです。職員の負担軽減にもつな

がるだろうと思うし、長時間労働削減につながるん

だろうというふうに思っています。引き続き増収に

向けた取り組みをお願いします。 

 加えて手作り感のあるお礼状や、一押し返礼品な

どの紹介を手書きで作成している自治体もあるよう

に聞いておりますので、参考までにご紹介をして次

の質問に移ります。 

 ５番目でございます。花いろ温泉棟内のトレーニ

ング機器の維持管理についてでございます。 

 本施設については、平成14年花いろ温泉の供用開

始にあわせて設置されたというふうに聞いておりま

す。健康交流センター花いろのホームページを見ま

すと、温泉はもちろんトレーニングルームも充実、

体を鍛えたいあなた、ダイエットをしたいあなた、

ぜひ一度いらしてみてくださいというふうになって

おります。 

 市長に就任をして、新たな健康交流センターはつ

くらない、箱物はつくらないという勇気ある決断と

して評価をしているところであります。しかし、市

民の中には新しい施設に期待をしていた人もおられ

るのかもしれません。本施設については16年が経過

をし、傷んだトレーニング施設も見受けられます。 

 そこで質問であります。維持管理先はどのように

なっているのか、２つ目、年間の利用状況について、

３つ目、機器の修理、衛生管理はどのようになって

いるのかをお伺いします。 

 １回目の質問を終わります。 

○議長（安達 隆君）  子育て支援課長、水江和徳

君。 

○子育て支援課長（水江和徳君）  花いろ温泉のト

レーニング施設についての質問にお答えいたします。 

 まず議員ご質問の維持管理につきましては、平成2

9年度から平成33年度までの５年間の指定管理契約を

東洋メンテナンス有限会社と締結し、温泉施設など

とあわせて現在維持管理をしていただいております。 

 次に、トレーニング施設の利用状況につきまして

は、平成29年度の実績において延べ１万1,685人の利

用者数となっており、健康増進のための施設として

幅広い世代の方々にご利用いただいている状況でご

ざいます。 

 次に、トレーニング機器などの補修や衛生管理に

ついてでございますが、機器の故障が生じた場合は

指定管理者と随時協議を行い、補修を実施しており

ます。また、施設の衛生管理として、毎日の清掃を

指定管理者に実施していただいております。 

 今後につきましても、引き続き定期的なメンテナ

ンスを行いながら、市民の皆様が健康づくりをしや

すい環境に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  中尾勉君。 

○２番（中尾 勉君）  年間の利用者が１万人を超

えていたということです。使用料が100円というのが、

私もどうなのかというのはわからないんですけども、

使用料をとっているということから、計画的な更新

ができればなというふうに思っています。 

 また、多くの市民の方々が健康寿命を延ばすため、

地域サロン、健康体操、ヨガ等集会所や体育館など

で取り組んでおられます。エアコンもなく、大変厳

しい環境の中で活動されている方も多いというふう

に聞いております。市民が利用するこれらの施設の

環境整備ができないかお願いをして質問を終わりま

す。 

○議長（安達 隆君）  一般質問を続けます。 

 14番、北﨑安行の発言を許します。北﨑安行。 

○14番（北﨑安行君）  14番の北﨑安行であります。

市長、昨日は議案質疑お疲れさまでした。市長の英

断されたことについて高く評価をしたいと思ってお

ります。午後の一番眠気の増す時で非常に恐縮をし

ておりますが、久しぶりの質問なんで頑張りたいと

思いますが、早速質問に入らせていただきます。今

回は５点を質問したいと思っております。 

 １点目でありますが、佐々木市長になられて早や

１年半がたとうとされていますが、選挙公約の中で

は給与の減額、退職金の今期の支給停止、給食費・

医療費の無料化、移住者向けの宅地の分譲等々、数々

の事業を行ってまいりました。現時点で市長は公約

の何％ぐらいが達成できたというふうに自覚をされ

ておるか。公約ですので、４年間で全てというわけ

にはまいらないと思いますが、今の現時点のお気持

ちなり消化率を、お知らせいただければというふう

に思っております。１点目の質問です。 

○議長（安達 隆君）  市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  公約についてのご質問に

お答えいたします。 

 私は昨年４月24日の市長就任後、１年４カ月の間、

人口増施策と新たな観光振興の２つの大きな柱を掲

げ、安心して暮らせるまち、にぎわうまち、子ども

たちの笑い声が聞こえるまち豊後高田市を目指して、

何事にも全力で取り組んでまいりました。 
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 その中でも、公約であります高校生までの医療費

の無料化と、幼稚園・小中学校の給食費の無償化に

つきましては、いち早く取り組みを進め、本年度４

月より実施いたしました。 

 特に給食費の無償化では、議員さん方から後押し

をしていただき、対象を幼稚園まで拡大することが

でき、より充実した子育て支援施策となったことに

対しまして、大変感謝を申し上げるところでありま

す。ありがとうございます。 

 また、移住者向けの分譲団地の造成と無償提供、

新たな観光振興施策につきましては、実施に向けて

着々と準備を進めているところであります。 

 公約の達成率ということでありますが、市政のか

じ取りを携わる就任当初より申し上げております施

策だけが公約ではないと感じておりますし、日々対

応が必要な政策も多く、市民のためになることは、

即やっていくというのが私のモットーだと思ってお

ります。 

 また、公約は４年という歳月をかけて実施するの

ではなく、できることはすぐに、議員の皆様や市民

の皆様の声を聞き、そして必要な場合は、さらによ

い取り組みに改めていきたいと思っております。 

 このようなことから、現時点では達成率をあらわ

すのは大変難しいものでございますが、今後、さら

なる市の発展のため、全力で市政に邁進してまいり

ますので、議員各位のご支援、ご協力を賜りますよ

う、よろしくお願いいたします。 

○議長（安達 隆君）  北﨑安行君。 

○14番（北﨑安行君）  １点目の質問でありますが、

引き続き、市長には頑張っていただきたいというふ

うに思っています。 

 続いて、２点目の質問に入ります。財政について

お尋ねをいたします。 

 財政基金は、資料要求の中で29億云々となってお

りますが、国は地方のため込みすぎという意見も発

せられております。150億円前後の予算規模の中で、

市長はこの財政調整基金がどの程度が適当であるか

と。考え方によっては、そんなにためる必要はない

という考え方と、やはりある程度、財政支出の必要

なときに使えるように、それなりの額が必要だとい

う意見があろうと思います。 

 先程言いましたように、豊後高田市の予算規模で、

市長はどの程度の財政調整基金が適当かと、市長の

考えでいいと思うんです。考え方によっては多くと

か少なくとかいう考えもあろうと思いますが、市長

のお考えをお知らせいただきたいというふうに思い

ます。 

 それから次に財政の問題で、次に合併特例債につ

いてですが、現在、事業分の残高が７億1,100万円、

基金分の残高が１億6,340万円というふうになってい

るように思われますが、今後、どのような事業に向

けて起債を切ろうとされているのか。また、予定が

なければ、今後の合併特例債の方向性なりをお知ら

せをいただきたいというふうに思います。２点目の

質問、１回目です。 

○議長（安達 隆君）  財政課長、飯沼憲一君。 

○財政課長（飯沼憲一君）  財政についてのご質問

にお答えします。 

 まず、財政調整基金についてでございます。 

 議員、ご案内のとおり、財政調整基金の残高は、

平成30年５月末で29億2,448万2,361円となっており

ます。 

 国においては、地方自治体の基金残高の増加をもっ

て、地方財政に余裕があるかのような議論もされて

いましたが、基金は、これまで本市が行政改革や経

費削減等により積み立てて生じたものでありますし、

特に財政調整基金は景気の動向による市税収入の変

動、合併の特例措置の終了などによる普通交付税の

減、将来の社会保障経費の増大、また、いつ来るか

わからない災害への対応など、将来の歳入の減少や

歳出の増加への備えとして積み立てを行ってきたも

のでございます。 

 この財政調整基金の残高は、どれくらいが望まし

いのかということにつきましては、確たる基準があ

るわけではございませんで、全国的に見てもばらつ

きがあり、いろんな考え方があるようでございます。 

 本市の場合、歳入の根幹をなす普通交付税、これ

は昨年度大きな減額となり、今後も減額される見通

しでありますし、合併特例債も平成36年度の期限終

了後は、原則活用できなくなります。国の補助制度

なども将来のことは不透明でございます。 

 また、近年は異常気象等により、これまでも想定

していなかったような災害も全国的に頻発していま

す。このような状況に対応し、今後も安定した市民

サービスを継続して提供していくため、現在、本市

では、財政調整基金は予算規模の２割程度、約28億

から30億円程度を一応の目安としているところでご

ざいます。 

 今後、どうしても必要な事業を実施するための財

源が不足したときは、それを補うための財源として、
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これを活用したいとも考えているところでございま

す。 

 次に、合併特例債についてでございます。 

 合併特例債は起債対象が広く、交付税措置率の高

い非常に有利な起債でございます。特に、ほかに有

利な財源がない場合は、合併特例債が非常に有効だ

と思います。 

 本市では、これまで合併特例債を活用して、ケー

ブルテレビや火葬場、給食センター、消防庁舎、市

庁舎など、新市の基盤づくりとなる事業を実施する

とともに、合併後の地域振興に活用するための基金

を造成してまいりました。 

 これまで活用してきた分を除きますと、合併特例

債の発行可能額は、平成30年度末で８億7,440万円と

なる見込みでございます。また、積み立てた基金の

額は、平成30年度末で14億1,550万円となる見込みで

ございます。合わせますと22億8,990万円が事業の財

源として、今後活用できるということになっており

ます。 

 今後につきましても、合併後の周辺部も含め、人

口増を始めとする地域の活性化に資するような事業

に対し、積極的に活用してまいりたいと考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  北﨑安行君。 

○14番（北﨑安行君）  先程も質問の中で言ったよ

うに、どの程度が適当かというのは、なかなか答え

の出しにくい問題でありますが、財政課長も答弁の

中で言いましたが、市長、やっぱり天候不順で災害

がどこに起きてもおかしくない時代が来ているんじゃ

ないかというふうに思います。 

 そういう意味で、財政調整基金というのは、何で

も使えるわけで、やっぱり、災害が起きたときなん

かの財政支出をしたら、これが一番のやっぱり部分

だというふうに思っております。 

 それで、その都度、基金ですので動いていこうと

は思いますが、やっぱり首長の考えで、この程度は

キープしたいという、きょう、数字はお知らせいた

だかなくても結構ですが、やはり私も、先程30億円

程度はやっぱり必要かなという、個人的には思って

おります。 

 それが少ないからどうこうということはありませ

んが、ぜひともそういうお気持ちで努めていただき

たいというふうに思っております。 

 それから、合併特例債ですが、きのうも一議員か

ら出ておりましたが、何か特例債というと、えらい

もらえるような錯覚に陥るというんですかね、起債

が30年度末で、約90億円ほど切られているわけです。

どの程度が返ってくるかという小さい計算はしてお

りませんが、これも歳出的には全額ではありません

が、市の負担になるわけですね。そこら辺は、今後

の予定等お聞きをしておりましたが、その辺の答弁

が私は聞き漏らしたのかもわかりませんが、市長の

合併特例債の起債の残りの部分を、どういうふうに

考えておるのか、市長のお考えをいただければ大変

ありがたいと思いますが、ぜひ、その。 

 使う予定がなければないでいいと思うんです。今

後、どのように考えていくかという首長の考えをお

聞かせいただきたいというふうに思います。 

○議長（安達 隆君）  市長。 

○市長（佐々木敏夫君）  今のお話ですが、合併特

例債は起債を95％認めていただきますが、そのうち

の70％が交付税で戻ってくるということで、残りは

市の財源で賄うという制度になっております。そう

いう意味では有利な条件であることには間違いあり

ません。 

 それと、もう一つはこういう地方創生という中で、

地域の活性化や周辺部対策、そして人口増につなが

る、そういう将来の答えが地域の豊後高田市にとっ

て有利なものになるものに使っていきたいというこ

とと、他の事業では、起債にかなわない事業等もあ

りますし、この合併特例債は柔軟に幅の広い予算で

ありますので、そういう意味では、自治体の個性が

出せるものではないかと思っております。よろしく

お願いいたします。 

○議長（安達 隆君）  北﨑安行君。 

○14番（北﨑安行君）  次に、３点目に移ります。 

 建設関係についてですが、椿堂線、高島線につい

て、椿堂線は合併前に用地交渉が終了したと聞いて

おりますが、前市長の在職中、事業が凍結されたと

いういきさつがあります。地元の人は、どうなるの

だろうかというふうに、着工を待ちわびているとい

う声も聞きます。 

 今後の予算的な部分のスケジュールと、事業のス

ケジュールを現時点でわかる範囲でお聞かせいただ

ければというふうに思います。３点目の質問です。 

○議長（安達 隆君）  建設課長、永松史年君。 

○建設課長（永松史年君）  それでは、市道椿堂線

道路改良事業の進捗状況についてのご質問にお答え

します。 
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 市道椿堂線でありますが、本路線は多くの参拝客

や観光客が訪れる観光地であり、また、昨年、隣接

する無動寺邪馬が国指定名勝に指定されたことなど

もあり、景観に配慮した安全なルートの検討を行っ

ているところです。今後、ルートが固まり次第、詳

細な測量設計を行い、来年度から着工できるよう進

めていきたいと考えています。 

 なお、現時点において設計等ができていませんの

で、完成時期など詳細な内容を申し上げることはで

きませんが、いずれにしましても、これらの路線は

観光ルートとなる路線でもありますので、地域の生

活道路としても重要な路線であり、早期に完成でき

るよう努めてまいりたいと考えています。 

○議長（安達 隆君）  北﨑安行君。 

○14番（北﨑安行君）  建設関係、この点について

もう一点だけ、建設課長、お尋ねをしますが、予算

計上は３月の議会に計上できる見込みなのかどうか、

その点だけをお伺いします。 

○議長（安達 隆君）  建設課長。 

○建設課長（永松史年君）  再質問のほうにお答え

いたします。 

 予算につきましては、今年度、詳細設計まで終わ

らせるようにしておりますので、来年３月に予算の

ほうを計上させていたただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  北﨑安行君。 

○14番（北﨑安行君）  次に、４点目の質問に入り

ます。 

 外国人技能実習制度についてですが、実習機構の

認定が交付されたというふうに、市長、聞いており

ますが、異例の速さで私も、さすが行政の力だなと、

民間ですと、なかなか１年、２年かかってもできな

いというのが現実であります。私もその外国人実習

制度を利用していますから、よくわかるんですが、

それで、さすがに行政の力だなと思っておりますが。 

 受け入れには企業型と組合型の２通りがあるわけ

で、組合方式にされたと聞いておりますが、組合員

数は、現在何社になっているのか。また、実習生の

受け入れに当たり、座学というか日本語の研修です

が、どこで行う予定で、実習生の寮はとか、寝室の

床面積が4.8平米以上とか、結構いろいろな定めが

あって難しい問題もあるんですが、この問題は、組

合に、行政に聞くというよりは、組合のほうで聞く

べきことかなというふうに思っておりますが、行政

でわかる範囲をお聞かせいただきたいと。 

 また、今後の全体のスケジュールをお尋ねいたし

ますが、面接の時期、入国予定日、日本語研修の期

間、企業への受け入れ時期、行政として回答できる

分とできない分とあると思うんですが、当然、これ

は組合の立場で発言を求めるほうがいいのかなとい

うふうに思っておりますが、この前から新聞報道で

認可をされたということが報道されておりますので、

行政のほうでわかる範囲はお聞かせをいただきたい

と。 

 もし、わからない部分は、後ほどでも結構なので、

回答をいただきたいというふうに思っております。 

○議長（安達 隆君）  商工観光課長、河野真一君。 

○商工観光課長（河野真一君）  外国人技能実習制

度の進捗状況についてのご質問にお答えいたします。 

 市、商工会議所、民間企業で連携しましたこの制

度の取り組みについてでございますが、ことしの４

月13日付で大分県から事業組合設立の許可をいただ

きまして、４月18日に豊後高田市インターナショナ

ルコントリビューション事業協同組合の登記が完了

いたしました。このインターナショナルコントリビュー

ションとは、日本語に訳しますと国際貢献という意

味でございます。 

 その後、５月８日付で外国人技能実習機構に監理

団体の許可申請を行い、７月25日付で許可証をいた

だいたところでございます。 

 現在、実習生の受け入れに必要な宿泊施設の対策、

受け入れを希望する事業者への説明会、そして市内

事業所への実習生の求人活動などを進めているとこ

ろであります。今後のスケジュールについてでござ

いますが、11月１日から地域おこし協力隊としてベ

トナム語のできる２名の職員を採用いたします。そ

して、10月に契約を締結したベトナムの送り出し機

関へ求人を提出し、ベトナム国内での研修終了後、

来年の４月に第１陣の実習生が訪日し、また、市内

で１カ月の研修を終えた後、５月に各事業所へ配属

する予定となっております。 

 組合何社かというご質問もありますが、現時点で

は４社というようなところでございます。また、宿、

学習場所等の細かい内容につきましては、今、検討

中ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  北﨑安行君。 

○14番（北﨑安行君）  外国人実習制度についての

再質問というのか要望というのか、したいと思いま

すが、そういうことで、全てのものが答弁できない
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部分もあったわけですが、これ時期的なもの、相手

のあることですから、市長に一言だけ、ここでいい

機会ですので、この研修制度というのは技能実習、

日本の技術を自国に持って帰って自立するというの

が大前提であります。 

 労働力というよりは機構ということで、その技術

移転というのが主力でありますが、市長、課長、今、

ベトナムで研修、通訳を入れて云々という答弁があ

りましたが、この研修制度というのは、私が実際取

り組み始めて14年目になるんですが、最初は中国が

主力だったんです。今、ベトナムになって、時代と

ともに変わっていくんです。それは何でかというと、

やっぱり経済成長をすると、もう日本まで来て外貨

を稼がなくていいという思いで、やがてベトナムか

ら次の国に、ここでは公式な場ですので、次の国は

指しませんけれども必ずなります。 

 だから、ベトナムが全てということじゃなくて、

臨機応変に対応していただく気持ちがないと、気が

ついたときはもうベトナム人の来る人がいないとい

う状況が発生する可能性が充分にありますので、そ

こら辺は質問というよりは、今後の対応を充分に心

して取り組んでいただきたいというふうに要望して、

次の５点目の質問に入ります。 

 広域ごみ処理場についてですが、市長は副管理者

として、きょうも答弁の中でいろいろ発言をされて

おりましたが、市長、話に聞くと合意ができたとか

いう、うわさで漏れ聞いてくる話であって、果たし

て確実にどうなのかということなんですが、広域議

会もあるわけで、踏み込んだ話はできないとは思い

ますが、市長は管理者と副管理者３名の中で、合意

点を見出そうとそれぞれが努力されていると思いま

すが、市長の腹の中で現時点で合意点を軟着陸させ

るところがあるのかどうか、先程も言いましたよう

に広域議会でありませんので、その詳細については

公表しなくても、私はいいと思います。 

 ひらくちで言うならば、落ちつくところがあるの

かどうかという部分で、市長のお考えをお聞きをし

たいと思います。 

○議長（安達 隆君）  環境課長。 

○環境課長（後藤史明君）  広域ごみ焼却場につい

てのご質問にお答えいたします。 

 宇佐・高田・国東広域事務組合で計画を進めてい

ますごみ処理施設についての進捗状況でございます

が、広域事務組合事務局において、発注方式や入札

方式、ごみの減量目標等の課題を洗い出し、広域事

務組合幹事会において、その内容に対する論点整理

を行い、そしてその資料をもとに９月３日に正副管

理者・副市長会議において協議を行ったとの報告を

受けております。 

 今後はさらに議論を深め、具体的な方針を打ち出

せるよう、広域事務組合において調整が図られるも

のと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  北﨑安行君。 

○14番（北﨑安行君）  市長、今、環境課長が答え

てくれたけど、これは、通り一遍等の話で、我々充

分、それは簡単にいかないというの理解しているわ

けです。だから、先程も言ったように、私は環境課

長の答弁じゃなくて、市長がどうしたいとは言わな

くてもいいけど、落としどころはお持ちなのかとい

うのを質問をしたんで、市長の気持ちでいいですよ、

どこまで踏み込んで、どう落とすということではな

くて、やっぱり市長の腹づもりの中で、三者の管理

者、副管理者の中で、最終的には合意しないといけ

ない部分があると思うんですよ。だから、その部分

だけを、市長、お聞かせいただければというふうに

思います。 

○議長（安達 隆君）  市長。 

○市長（佐々木敏夫君）  私は副管理者という立場

でありまして、管理者は宇佐の市長であるという、

公正公平、これをモットーに考えておりますし、設

備については補助もありますが、維持管理について

は、全て市民負担になります。 

 そういう意味で理解をいただける方向にあるのか、

今の場合は管理者と事務局が情報の提示が非常に少

ない、肝心なところになると企業秘密ですと。１年

を通して、高田・宇佐からごみが出たやつを中津、

津久見まで持っていくのに、１年かかって何トン運

ぶんですかち、教えてくれません。 

 ２月19日に議会で廃案になって、なおかつ４月24

日に初めて千四百何トンと、それは聞いた部分だけ

です。じゃあ、太平洋セメントで何ぼで受け取って

くれるんですかち、これも教えてくれんで、１カ月

後に２万3,000円という、１トン当たり受け取り、そ

ういう形で閉鎖的な状態で、めくら判に近い方法で

判を押すということは考えておりません。 

○議長（安達 隆君）  北﨑安行君。 

○14番（北﨑安行君）  この問題、ごみの問題につ

いては、先程も言いましたように衛生事業組合、議

会もあることなので、そこで市長、できるだけ市民
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もかなり、今の草地の焼却場やら老朽化しています

し、やっぱりそこら辺も踏まえて、心配の種の一つ

だというふうに思いますので、これ以上は質問をし

ませんが、ぜひ前向きに検討して、市民に早く報告

できる時期を探っていただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（安達 隆君）  一般質問を続けます。１番、

安達かずみ君の発言を許します。安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  議席番号１番、公明党の

安達かずみです。通告に従って質問いたします。 

 ふるさと納税の新しい取り組みについては、先程、

中尾議員の答弁でご説明を伺いましたが、先程の答

弁以外で全国のたくさんの人に応援していただくた

めに、工夫していることがあればお聞かせください。 

○議長（安達 隆君）  市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  それでは、私からふるさ

と納税に関する質問にお答えします。 

 ご案内のとおり、本市のふるさと納税は、本年４

月から同時に実施した高校生までの医療費と幼稚

園・小中学校の給食費の無償化の財源として活用さ

せていただきます。 

 この豊後高田市の未来を担う子どもたちのために、

何としてもふるさと納税の推進を図りたいという思

いであります。そのため、全国1,700を超える自治体

の中から豊後高田市を応援したいと思っていただか

なければなりません。 

 ふるさと納税の使いみちは、自治体ごとにいろん

なパターンがある中で、本市は子育て支援一本であ

ります。これは全国の皆さんから見たら、非常にわ

かりやすいのではないかと思っております。 

 このわかりやすさを活かして、私自身、ふるさと

納税の使いみちを前面に打ち出し、積極的にＰＲに

努めているところでございます。 

 大分県人会や県外で行われる各種会合等に積極的

に参加し、さらには企業訪問等で本市に対する応援

をお願いしております。皆さんからは、未来を担う

子どもたちのために使うことは、それは大変すばら

しいことだと多くの共感の声をいただいております。

これからも皆さんにわかりやすく、そして豊後高田

市の取り組みに共感をいただくよう努めていきたい

と考えております。 

 ご案内のとおり、ふるさと納税は全国の皆さんか

ら応援をしていただくことで、市が進める施策に必

要な財源を確保することができ、そして同時に地場

産業の振興を図ることから、地方の自治体にとって

大変ありがたい制度だと思っております。 

 そして、全国1,700を超える自治体の競争の中に、

そのために担当課には、いろんなことにチャレンジ

しよう、そして、みんなの知恵を取り込もうと、そ

のようなことで、また毎日、寄附の状況も担当課職

員と確認しあい、議論を行っておりますし、４月の

出足は私も心配いたしましたが、徐々に結果を出し

ており、本定例会では当初予算の１億5,000万円から

5,000万円の増収の補正予算を計上させていただいて

おります。 

 本市の未来に向けた投資のため、何としても達成

したいという強い気持ちでありますので、議員各位

初め市民の皆様のご協力、応援をお願い申し上げた

いと思っております。 

 そこで、具体的な取り組みについては担当課長に

答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安達 隆君）  企画情報課長、丸山野幸政

君。 

○企画情報課長（丸山野幸政君）  それでは、私か

らふるさと納税の具体的な取り組みについてお答え

をさせていただきます。 

 市長がご答弁申し上げましたように、ふるさと納

税の推進を図るためには、全国1,700を超える自治体

の中から、豊後高田市を応援したいと思っていただ

く必要がございます。 

 市長のトップセールスに加えまして、私たち事務

方も県内外で行われるイベントに参加する際には、

関係課の協力を仰ぎまして、本市のふるさと納税の

使いみちを前面に打ち出した手づくりのパンフレッ

トでＰＲに努めております。 

 寄附をいただく際に、子育て支援にぜひ活用して

ほしいといった趣旨の、大変ありがたい応援メッセー

ジも、徐々に増加しているところでございます。 

 また、ふるさと納税のもう一つの魅力は、寄附を

行い、地域のお礼の品がもらえるということで、豊

後高田市のお礼の品が欲しいと思っていただくよう

な取り組みも大事になります。 

 これは、中尾議員さんにお答えしましたように、

お礼の品の写真をプロの写真家に撮影していただき、

その魅力が充分に伝わるよう、インターネットサイ

トの写真を順次入れかえておりますし、また、イン

ターネット広告も始めております。 

 それに加えまして、お礼の品を詳しくご紹介する

ページでは、生産者の方もご紹介して、また、例え

ば昭和の町で営まれている商店の品であった場合に
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は、昭和の町のストーリーもあわせてご紹介すると

いったように、お礼の品、生産者の方、そして、こ

の豊後高田市自体の魅力もご紹介いただけるように、

情報を充実させております。 

 情報の充実には、農業ブランド推進課、耕地林業

課、商工観光課、まちづくり会社といった、関係課

等の全面的な協力を得て、一歩一歩ですが、取り組

みを進めているところでございます。 

 そして、お礼の品の事業者の方からも、全面的な

ご協力をいただきまして、当初、お礼の品は275品で

スタートいたしましたが、セット物や定期便を含め

て、現在では約384品と、その数も増加している状況

でございます。 

 以上、今年度はオーソドックスかもしれませんが、

とにかく情報発信を主体に力を入れて取り組みを進

めております。本市が出しているふるさと納税サイ

トのアクセスランキングでは、４月は全国478位から

スタートいたしましたが、情報を徐々に充実させま

して、８月は全国で193位とアクセスランキングも上

昇をしております。 

 引き続き、関係課の協力を仰ぎながら、地元の生

産者の方、そして事業者の皆さんとともに工夫改善、

情報発信に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  市長のご答弁の中にも、

新しいチャレンジをしようということばもありまし

たので、今、さまざまな工夫をされていることがよ

くわかったんですけれども、私も７月に山形県の天

童市に、ふるさと納税の取り組みについての視察に

行きましたので、感じたことをお伝えして、何か参

考にしていただければいいなと思います。 

 天童市は、平成25年には県内でも最下位でした、

ふるさと納税の件数が。ところが、26年に専門部署

をつくります。ふるさと納税のためだけの部署を市

役所につくります。そして、設置して、全国でも１

年で、１年後に１位とか２位というふうになりまし

た。その工夫をいろいろお聞きしたので、参考にし

ていただければいいなと思います。 

 天童市では、サクランボとかラ・フランス、リン

ゴなどが主な産物なんですけれども、やはり、それ

がほぼ70％返礼品になります。食べたら残るものが

ないので、天童市というものを覚えてもらえない。

それで、お裾分け袋というか、サクランボでもご近

所の人に、じゃあ、ちょっと分けましょう、届いた

ものを分ける小分け袋を一緒につけるんです、その

返礼品と一緒に。その袋には、その市が天童市とい

うのがわかるような装丁の袋を一緒につける。 

 また、返礼品だけではなくて、納税をしていただ

いた方に選べるおまけをつけていました。それは、

その市内の芸術家や市の関係のある人の作品のスト

ラップだとか、また、お米を少しだとか、そういう

ようなおまけを一緒につけていると。 

 また、おもしろいなと思ったのは、返礼品はない

んです。なくって、市の魅力的な事業、これに寄附

をしてくれと、クラウドファンディングを行って、

ことし10月に行う予定の4,000人の将棋大会、これを

したいから、皆さん、どうぞ寄附をしてくださいと

ふるさと納税で呼びかけたところ、４月から６月の

２カ月間で2,000万円集まったそうです。これなどは

返礼品がないんですけれども、それだけ多くの人が

寄附をしてくれています。 

 また、返礼品の質を下げないための職員とか有識

者で構成された委員会もつくっています。事業間の

統一やクレームの内容の共有、そういうものをいつ

も皆さんで話し合ったりとかしているようです。 

 また、これも何かすごく特色があるなと思ったん

ですけれども、災害などで傷ついた作物ができたと

きに、大量にできたときがあったんですけれども、

その時に、その農家の人たちを助けるために、その

傷ついた、売れないものでジュースをつくって、そ

して、それを返礼品にしています。 

 また、自分の市ではないんですけれども、地震災

害の復興の支援をするために、その災害のあった場

所でできたお米を使って、その天童市内にある酒蔵

がお酒をつくって、そのお酒を返礼品に出していま

す。 

 これは、人助けというか、弱っている人、困って

いる人を助けるために、ふるさと納税を生かしてい

るというところです。人の前に明かりをともせば、

我が前、明らかになるが如しということばがありま

す。足元が暗いので、その人が助かるだろうと明か

りをともしてあげたんだけど、その人の前だけじゃ

なくて、自分の前も明るくなるという意味ですけれ

ども、ふるさと納税が社会貢献にまで発展すれば、

豊後高田市の未来も明るくなるのではないかなと思

いました。 

 では、次の質問に移ります。 

 次に、２番目は豊後高田市農業経営サポートセン

ターというのが、最近、設立されましたけれども、
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どのような運営をしているのか。また、農業者には

どのようなサポートを行うのかお伺いします。 

○議長（安達 隆君）  農業ブランド推進課長、藤

原博文君。 

○農業ブランド推進課長（藤原博文君）  豊後高田

市農業経営サポートセンターのご質問にお答えしま

す。 

 本市では、担い手不足が深刻化する水田農業にお

ける課題解決に向け、各集落営農組織が経営力を高

め、規模拡大や作業受託の促進を図るため、県の事

業を活用して地域農業を熟知した集落営農法人など

を核とする農業経営サポートセンターを本年７月に

設立したところであります。 

 サポートセンターの核となっている13の集落営農

法人のうち、９法人がそば栽培を行っておりまして、

長年取り組んできた中で連作障がいが発生し、生産

者、関係機関でその対策として輪作作物の導入を検

討してきました。 

 その中で平成28年度からは、収益性が高く、作業

効率のよいハトムギが輪作作物として浸透し始め、

昨年度は５ヘクタール、今年度は13ヘクタールと作

付面積が増加しております。 

 しかしながら、秋そばとハトムギは収穫と乾燥調

製時期が重複すること、ハトムギは草丈が２メート

ルと高く、茎が太いことから、収穫がしにくいとい

う課題に直面しました。そのため、サポートセンター

でハトムギ栽培の農作業を受託し、専用収穫機をリー

スすることによってそば産地の基盤を確立し、初年

度の主な取り組みとして支援していきたいと考えて

いるところであります。 

 将来的には、豊後高田市農業経営サポートセンター

は、従来からの普通作物栽培の支援のみならず、新

たな作物栽培への支援などを豊後高田市の農業を総

合的にサポートできるように努めてまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  そばをつくっている農家

の方が最近ハトムギに移行されて収穫も大きいと。

それで、少しでもそれを支援するということが今年

度の取り組みだということだと思います。それはよ

くわかりました。 

 サポートセンターの運営体制、内部の運営体制と

予算の内容について、もう少し詳しい説明をお願い

します。 

○議長（安達 隆君）  農業ブランド推進課長。 

○農業ブランド推進課長（藤原博文君）  再質問に

お答えいたします。 

 豊後高田市農業経営サポートセンターの運営体制

につきましては、事務局を農業ブランド推進課内に

置き、市内の集落営農法人などを核とし、担い手不

足の集落を含めた農地の集積推進や農作業受託を促

進し、ハトムギに加えまして、米・麦・大豆を含め

た水田農業の支援を行うこととしております。 

 本年度の予算内容につきましては、本サポートセ

ンター設立に係る経費や地域をコーディネートする

地域マネジャーなどの人件費、それから農産物を受

託するためのハトムギのコンバインや水田の草刈り

を行うためのハンマーナイフなどの専用機のリース

経費に対して、補助金1,200万円を予定しております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  県の事業としては３年と

聞いています。リースする機械とかセンターの人件

費など、センターを維持・継続させるための将来的

な見通しはどのようにお考えか、お聞かせください。 

○議長（安達 隆君）  農業ブランド推進課長。 

○農業ブランド推進課長（藤原博文君）  再々質問

にお答えいたします。 

 豊後高田市農業経営サポートセンターに対する補

助事業は、本年度から３カ年の予定であります。事

業終了後の運営の考え方につきましては、４年目以

降も地域をコーディネートするマネジャー、それか

らリース料など、事務に携わるスタッフの人件費な

どを含めまして固定費として発生します。 

 自主運営を基本としておりますので、３年間の補

助事業期間中に農作業の受託などを促進し、その運

営が軌道に乗るように、また新規作物の導入にも積

極的に取り組んで、この経営サポートセンターの基

盤を強化していきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  高齢化が進む農業者にとっ

ては継続の困難な状況が多々ある中で、このサポー

トセンターは大きな希望になると思います。生産性

の成り立つ方向を探りながら道を切り開いていかれ

ることを期待しています。 

 ３番目の質問に移ります。 

 認知症予防や早期治療への勧奨など、本市の取り
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組みはすばらしいと思っています。サロンなど高齢

者の集まるところでの啓発も大切ですが、40代、50

代で発症する人もいますし、親御さんの異変を心配

された若い世代の方が認知症のチェックができるよ

うに、市のホームページ上に認知症チェックサイト

を開設してはどうでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  社会福祉課長、植田克己君。 

○社会福祉課長（植田克己君）  それでは、認知症

対策についてのご質問にお答えします。 

 厚生労働省の推計によりますと、2025年には65歳

以上の５人に１人は認知症になるといわれておりま

して、支援を必要とする認知症高齢者は、ますます

増加していくことが考えられます。認知症の方が住

みなれた地域で安心して生活していくためには、ご

家族や地域の方々など、多くの市民の皆さんが認知

症に対して正しい知識を持ち、理解していただくこ

とが非常に大切であります。 

 そのため市では、認知症の正しい知識の普及を図

るため、認知症サポーター養成講座や認知症をテー

マとした講演会などを開催しております。 

 あわせて、認知症に早く気づき、早期の診断、早

期の治療が大切でありますので、ご家族の方や地域

の方が、認知症かもしれない、あるいは症状が進ん

でいると感じた場合に、その状態に応じてどこへ相

談し、どのようなケアやサービスを受けられるかな

どをまとめた豊後高田市認知症おたすけナビ（認知

症ケアパス）を作成いたしております。 

 このケアパスは、市のホームページで見ることが

できるようになっておりまして、その中には議員ご

提案のような認知症早期発見の目安として、チェッ

クリストも掲載しております。ぜひこのチェックリ

ストをご活用いただき、思い当たることがあれば、

相談窓口である医療機関などの連絡先一覧なども掲

載されておりますので、ご相談いただければと思い

ます。 

 また、市長の提案理由でもご説明いたしましたよ

うに、豊後高田市医師会、エーザイ株式会社との３

者連携協定に基づき、認知症の早期発見・早期受診・

早期介入の社会環境を構築するための調査事業を実

施しておりますので、こういった取り組みの成果を

通じて認知症になった後の支援体制のさらなる充実

に加え、認知症になる前の予防施策の充実を図って

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  ホームページ上でも見ら

れるということですので、安心しました。 

 では、４番目の質問です。 

 ６月30日と７月１日の２日間、別府市で開催され

た産婦人科医が主催の「母と子のメンタルヘルス

フォーラム」に参加しました。産婦人科、小児科、

精神科、行政の４者が連携して、産後の子育てに不

安を感じる妊婦に、妊娠初期からかかわりを持って

いくシステムが全国でも少しずつ進んでいるようで

すが、大分県は圧倒的に先進県であることに驚きま

した。 

 私がお聞きした事例などは別府市や日田市でした

が、本市では、このペリネイタルビジットといわれ

る多職種連携体制は行われていますか。 

○議長（安達 隆君）  子育て支援課長、水江和徳

君。 

○子育て支援課長（水江和徳君）  それでは、妊産

婦の精神的なサポートについての質問にお答えいた

します。 

 本市では、大分県医師会の協力のもと、今言われ

ましたペリネイタルビジット、言いかえますと、育

児等保健指導事業に取り組んでおります。この事業

は平成13年度から開始された大分県独自の取り組み

で、産婦人科医と小児科医の連携のもと、妊産婦が

小児科医による育児に関する保健指導を受けること

により、育児不安の軽減を図ることを目的としてお

ります。 

 大分県医師会への委託により実施しておりまして、

利用者の自己負担はございません。対象となる方は、

育児不安が強いなど、小児科医による保健指導が必

要であると産婦人科医または市が認めた原則、妊娠2

8週から産後56日までの妊産婦や配偶者などの家族と

なります。実施方法は、産婦人科医が既往歴や妊娠、

出産の経過等を記載した紹介状を作成し、小児科医

を紹介していただいております。 

 小児科医におきましては、紹介状を持参した妊産

婦等に対し、育児不安の軽減に努めるとともに、一

般的な育児や、よく見られる子どもの病気の症状と

その対応、救急医療体制などについて保健指導を行

い、その指導内容を母子健康手帳に記載していただ

いております。その上で、さらに継続的な保健指導

が必要な妊産婦に対しましては、その結果を速やか

に市へ報告していただき、市の保健師などによる相

談や指導を継続して行っております。 

 以上でございます。 
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○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  お医者様と市が連携をとっ

てくださっているというのは本当に安心だと思いま

す。 

 再質問ですが、例えば、出産前にご本人の住民票

のない親元で出産される方も多いのですが、出産前

に市外に出られる、もしくは本市に来られる、こう

いう場合でもこの連携はしてもらえるのでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（水江和徳君）  それでは、里帰

り出産についての再質問にお答えいたします。 

 注意が必要なといいますか、指導や観察が必要な

妊婦さんにつきましては、本人の了解のもと、居住

する自治体から里帰り先の自治体へ保健指導の依頼

をいたします。里帰り先の市町村の保健師等が対応

に当たっております。 

 訪問時の状況などにつきましては、折り返し報告

が届くということになっております。それぞれの自

治体の連携・協力によりまして、出産前後の母子へ

の切れ目のない支援を行っております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  切れ目のない支援という

のがすばらしいなと思います。ありがとうございま

した。 

 では、次の５番目の質問をします。 

 市内で透析治療を受けておられる方の人数と、透

析に至らないようにするために、どのような対策を

とっているのかをお聞かせください。 

○議長（安達 隆君）  保険年金課長、大久保正人

君。 

○保険年金課長（大久保正人君）  それでは、健康

対策についてのご質問にお答えいたします。 

 全国で人工透析を受けている方は約33万人で、年々

4,000人余り増加しています。 

 現在、市内の透析治療を受けている方として把握

している人数は76人で、この内、国保加入者の方が2

7人、後期高齢者医療保険の方が40人となっています。

人工透析の原因として、最近は糖尿病の重症化によ

る糖尿病性腎症によるものや慢性腎症によるものが

あります。 

 ご質問の透析移行をおくらせるための対策として

は、40歳から74歳までの国民健康保険特定健診を受

診された方の内、糖尿病や糖尿病性腎症の疑いのあ

る方、また慢性腎臓病の疑いのある方に対して、国

保保健指導事業として、糖尿病性腎症重症化予防事

業と慢性腎臓病重症化予防事業を行っております。 

 この２つの保健指導事業は、ことし３月に策定し

た国民健康保険第２期データヘルス計画において、

最重点事業として位置づけております。 

 糖尿病性腎症重症化予防事業の対象者は、特定健

診の結果、尿たんぱくが陽性で慢性腎臓病の重症化

基準に基づき、腎臓の機能を図るｅＧＦＲ値が60未

満に低下するなど、腎臓の機能が低下している方で、

糖尿病の治療を受けている方でございます。 

 慢性腎臓病重症化予防事業の対象者は、特定健診

受診者の内、尿たんぱく２プラス以上の方や、尿た

んぱく１プラスかつ尿潜血１プラス以上の方、腎臓

の機能をあらわすｅＧＦＲ値が一定基準以下の方を

対象としています。 

 これらの方に対し、保健師と管理栄養士がこれま

でも家庭訪問等を通して食事、運動、労働、睡眠な

ど日ごろの生活の様子を聞き取り、その結果をもと

に栄養分析等を行い、主治医の協力をいただきなが

ら保健指導を行っていきます。 

 今年度からは、さらに医師会等とも連携する体制

を整え、本人の同意のもと食生活指導や保健指導を

行うようにしています。 

 また、糖尿病性腎症や慢性腎臓病は、人工透析と

なる原因だけでなく、心筋梗塞や脳血管疾患等の重

篤な心血管系障害のリスクにもなりますので、食生

活指導や生活全体の改善指導もお一人一人に合わせ

た重症化予防のご支援をしていきたいと考えていま

す。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  重症化する前に保健師さ

んが家庭訪問をしてくださったりするということで、

それはとても大切なことだなと思いました。 

 先程の答弁の中で、この数値になったら勧奨する

というところで、ｅＧＦＲ値ということばが何回か

出てきたんですけれども、それはどういったものな

のかを簡単に説明していただきたいというのと、そ

もそも、なぜ腎機能が低下するのか、人工透析をし

なければならなくなるのかということも簡単に教え

ていただきたいと思います。 

○議長（安達 隆君）  保険年金課長。 

○保険年金課長（大久保正人君）  安達議員の再質

問にお答えいたします。 

 ｅＧＦＲについては、今年度の特定健診の結果か
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ら、新しく尿、腎臓機能検査に追加されたものでご

ざいます。 

 腎臓が老廃物を排泄する能力を示す数値になりま

す。腎臓の機能が正常な方を100とした時、60未満の

方は機能低下の方となり、数値が低くなるほど腎臓

機能が低下していることを示しています。 

 また、健診結果表の数値が30から60未満の間の方

においては、いろいろな自覚症状があらわれ始め、

専門医による治療が必要になってきますので、しっ

かりと数値の確認をしていただきたいと思います。 

 また、市としては、この段階の方々を２つの保健

指導事業の対象者として事業を実施しております。 

 次に、腎臓機能の低下についてですが、腎臓自体

の病気のほかに肥満や高血圧、糖尿病などの生活習

慣病が深くかかわっています。健康な方でも加齢に

より腎臓の機能は低下していきますが、糖尿病や高

血圧などの生活習慣病があれば、腎臓機能の低下の

スピードは早まります。 

 しかも、自覚症状がないため、自分では気づかな

いまま病状が進んでいることもあります。早期発見

のためには、定期的な健康診査による血液検査や尿

検査がとても重要になります。年に一度の健診でご

ざいますので、ぜひ受診してご自身の体の状態を確

認していただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  ｅＧＦＲ値というのが60

になるとかなり低下しているということですが、こ

の60ぐらいの時だったら、もとに戻して普通の生活

に戻れる可能性はあるらしいんですよね。 

 ところが、30になると、もうもとには戻れないと

いうのをお聞きしましたので、今、課長が言われた

ように、その60ぐらいの時にお医者さんにかかって

いくことがとても大切になるのではないかなと思い

ます。 

 医療の発達は多くの人々を救っています。日本全

国で32万の人々が人工透析のおかげで確実に命を長

らえています。人によっては何十年も普通の生活が

でき、働くこともできるようになりました。 

 また、腎臓の機能を腎臓にかわってしてくれる治

療も病院に週二、三回ぐらい通って受ける血液透析

が主流ではありますが、腹膜透析、腎移植と選択肢

もふえています。腹膜透析は仕事や学校に支障を来

さず、生活ができるというメリットがありますし、

腎移植は一度の手術で通院がほとんどなくなります。 

 今年度、診療報酬改定では、透析にかかわる医療

機関において腹膜透析とともに、腎移植の推進に取

り組んでいるかどうかが評価されることになりまし

た。 

 昨年行った視察で京都の産科の先生が今、20代か

ら透析しなくてはならない人が劇的にふえていると

言っていました。それは腎機能ができ上がる前に出

産しても医療の発達で育つ人がふえたのですが、ろ

過機能は充分に形成されないからだそうです。これ

からもっと腎治療の患者さんがふえることを想定し

て、政府もこのような診療報酬の改定を行ったのだ

と思います。 

 これから行政としても、血液透析だけではなく、

選択肢はほかにもあるのだという周知に力を入れな

くはならない時が近い将来来ると思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 ６番目の質問に移ります。ドローンの活用につい

てです。 

 最近、大分県もドローンの導入をしました。県内

では、本市以外の13市中８市が消防や市役所で導入

しています。 

 本市では、ドローンの活用のお考えはないのでしょ

うか。 

○議長（安達 隆君）  商工観光課長、河野真一君。 

○商工観光課長（河野真一君）  ドローンの活用に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 まず、ドローンについてでございますが、一般的

にドローンと呼ばれているものはＧＰＳなどの機能

を搭載し、一定の自立飛行が可能な複数のプロペラ

を持ったマルチコプターの総称として使われている

ものでございます。従来の操縦が難しかったラジコ

ンヘリコプターと違い、非常に安定した飛行ができ

ることから、主に空撮の分野での活用が進んでおり

ます。 

 本市におきましても、商工業者が中心となり、ド

ローン研究会が発足し、操縦技術の研さんに努めて

いると伺っております。その他、市内におきまして

は、複数の方が空撮等に使用しておりまして、商工

観光課でも観光ＰＲ映像の制作等をそうした方々に

委託しているところでございます。 

 ドローンは今後、空撮だけではなく、防災、農業、

買い物支援等、幅広い分野での活用が期待されるこ

とから、大分県では、大分市にある産業科学技術セ

ンターにドローン開発の拠点として、先端技術イノ

ベーションラボＤｓ―Ｌａｂを設置し、その開発を
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支援しております。 

 本市としての対応についてでございますが、先程

も申し上げましたとおり、ドローン研究会を始め、

民間での活動が活発でございますので、必要に応じ

て民間事業者への委託などを行うとともに、幅広い

視点から活用状況を注視してまいりたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  きょうの大分合同新聞に、

宇佐市で観光にドローンを役立てようという取り組

みが掲載されましたが、観光はもちろんですが、人

の入っていけない場所の危険地域の特定、不法投棄

などのパトロール、行方不明者の捜索、買い物支援、

緊急時や感染症などの薬の運搬、急傾斜地などの測

量、地質調査、農業者の支援、素人ですが、私が考

えられるだけでもいろいろあります。 

 市への導入は今のところお考えはないようですが、

労働力の確保が困難になりつつある現在、近い将来

ドローンの活用は必須になると予想されます。それ

を考えると、安全に確実に操縦ができる人材を育成

することも大きな課題になると思います。 

 現在、本市のドローン研究会によりますと、市内

には国土交通省の飛行許可３名、インストラクター

免許１名、事業用免許１名、自家用免許１名、Ｂ級

免許３名、Ｃ級免許３名がおられるそうです。視力

や動体視力も重要なようですので、若い世代の人材

育成も大切だと考えます。例えば、学びの21世紀塾

でドローンの講習をすることなども、ぜひこれから

考えていただきたいと思います。 

 それでは、７番目の質問に移ります。 

 市立図書館への導入をご提案したいのですが、写

真や絵を多く盛り込み、障がい者や日本語が苦手な

人も読書が楽しめるように工夫されている、ＬＬブッ

クという図書の導入です。ＬＬブックとは、易しく

て読みやすいという意味です。 

 お隣の宇佐市では、すでに導入されています。い

かがでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  教育総務課長、安藤隆治君。 

○教育総務課長兼地域総務一課長（安藤隆治君）  

それでは、ご質問の市立図書館へのＬＬブックの導

入についてお答えいたします。 

 議員の言われるように、ＬＬブックにつきまして

は、知的障がいや発達障がいのある人などが読みや

すいように写真や絵、絵文字などで構成された本で、

易しく読みやすい本という意味があるそうでござい

ます。 

 もともとは、ことばのわからない人や知的障がい

のある人向けにつくられたようでありますけれども、

最近では、認知症患者や高齢者、読み書き障がいの

ある人といった、読書に困難が伴う人全般に対象が

広がっているようであります。 

 現在のところ、市立図書館のほうにはＬＬブック

は導入しておりませんが、多くの障がい者の方々に

も読書を楽しんでいただけるように今後、導入に向

けて検討してまいりたいと考えております。 

○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  ありがとうございます。 

 再質問ですけれども、今すでに市立図書館には、

目の不自由な方や字を理解するのが困難な方などに

向けてつくられているデイジー図書は導入されてい

ますが、せっかくあっても利用者が余りないようで

す。 

 ＬＬブックとともにデイジー図書の周知と、図書

館の中でも利用しやすく、わかりやすい場所に配置

していただけるようなご配慮はしていただけないで

しょうか。 

○議長（安達 隆君）  教育総務課長。 

○教育総務課長兼地域総務一課長（安藤隆治君）  

再質問でありますけれども、デイジー図書につきま

しては、昨年度、議員さんのほうからご質問がござ

いまして、もう図書館のほうには備えつけてありま

す。そのデイジー図書につきましても、今回のＬＬ

ブックと同じように多くの障がい者の方に利用して

いただけますように、図書館のホームページ等を通

じまして周知をしてまいりたいと思います。 

 また、図書館のできるだけわかりやすい位置に置

いてくれということでありますけれども、図書館の

ほうと話しまして、できるだけ目のつきやすい位置

に置いてもらうようにお願いをしてみたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。 

 最後の質問です。 

 教育委員会が２年前に伝えたい！豊後高田の先人

たちという小冊子を制作しています。これです。こ

れは今、どのように活用されていますか。 

 また、この中に30人の偉人が紹介されていますが、
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特に次代を担う方々に伝えたい人がいればご紹介く

ださい。 

○議長（安達 隆君）  文化財室長、板井 浩君。 

○文化財室長（板井 浩君）  安達議員の伝えたい！

豊後高田の先人たちの活用についてのご質問にお答

えいたします。 

 議員ご案内のように、豊後高田市は長い歴史の中

で、さまざまな分野で卓越した多くの先人を輩出し

ております。現在の豊後高田市は、このような先人

たちのそれぞれの時代における多くの功績の積み重

ねによって築き上げられたものだと思っております。 

 議員ご質問のこの冊子の活用についてであります

が、この伝えたい！豊後高田の先人たちは、子ども

たちが豊後高田の先人たちの生き方や考え方を学ぶ

ことで、自分の夢を描き、実現できる力をつけてほ

しいと願い、作成したものであります。 

 現在、各学校では、道徳や総合的な学習の時間な

ど、各教科でこの冊子を活用し、豊後高田市の偉人

を知り、その生き方、考え方を学ぶとともに、ふる

さとを誇りに思い、ふるさとを愛する気持ちを育て

ております。 

 今後もこの冊子を積極的に活用しながら、多くの

先人たちの思いを伝え、子どもたちに21世紀を生き

抜く力をつけてまいりたいと考えております。 

 次に、この30人の中で特に伝えたい人は、とのご

質問でありますが、この中に掲載している先人たち

は、さまざまな分野で活躍した人たちで、その功績

も多様でございます。 

 教育委員会としては、１人に限定をせずに、広く、

多くの先人たちの生き方や心を通じて学び、成長し

てほしいと願っております。 

 また、この豊後高田市を築いた先人たちについて

は、市民の皆さんにも知っていただきたいという思

いから、この冊子の刊行に合わせ、平成28年の６月

から１年間にわたり、市報で先人たちの功績などを

紹介したところであります。 

 なお、冊子につきましては、市のホームページな

ど広く公開しておりますので、ぜひ多くの皆さんに

も魅力ある豊後高田市の歴史や、先人たちの功績に

触れていただきたいと思っているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  この本の最初のページに、

前市長のことばがあります。 

 皆さんに伝えたいのは、夢のある社会をつくるた

め、豊後高田の先人たちが残した業績や心を通して

自分たちのふるさとを知り、ふるさとに誇りを持ち、

ふるさとを大切にするということです。このことば

どおりに人が育っている地域に視察に行ってきまし

たので、お伝えします。 

 山形県米沢市の上杉文化を交流人口増加に、どう

役立たせるかという研修でした。本市で言えば、農

業ブランド推進課が行っているのですが、米沢牛と

かリンゴとかいう、物ではなく、地域そのものをブ

ランド化できないかと、この農業ブランド推進課が

市民に投げかけました。32回215人のワークショップ

を行っています。中学生から80代のあらゆる世代、

あらゆる職種の人が対象です。 

 その結果、地域をブランド化するなら何か、とい

う答えが、自分たちには上杉鷹山公のＤＮＡ、チャ

レンジ精神、変わる、変えていく、新しいものを生

み出す勇気がある、という共通の思いだったのです。

それは全市民が小学生のときから自分の生き方の鏡

として、上杉鷹山を学び、知っているから出てきた

結論でした。 

 米沢は、常に負け組でした。自然環境も厳しい、

関ヶ原を始め、ほとんどの戦で負けてきました。だ

からこそ自然に感謝を持っているし、だからこそ人

材育成のためなら他国から教師を招いた、新しい文

化も取り入れた。 

 これは農業ブランド推進課の課長さんのことばで

す。すばらしい人間のモデルを自分の中に持ってい

ることが、人間として生き抜いていく上でいかに重

要かということを改めて考えさせられましたし、そ

れを市民が皆で共有していることにうらやましさを

覚えました。 

 本市の教育に取り入れていただけることを願って、

私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（安達 隆君）  しばらく休憩します。15時2

0分に再開いたします。 

午後３時７分 休憩 

午後３時19分 再開 

○議長（安達 隆君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一般質問を続けます。 

 ５番、井ノ口憲治君の発言を許します。井ノ口憲

治君。 

○５番（井ノ口憲治君）  議席番号５番の井ノ口憲

治でございます。中尾議員より、子ども議会につい
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ての感想が先程述べられましたが、８月28日に開催

をされました子ども議会は、本当にすばらしい子ど

も議会であったというように思います。私自身、大

変新鮮な、素直な気持ちで質問を聞くことができま

した。いろんな分野からの質問と子ども議員の皆さ

んのしっかりした質問、堂々とした態度に、子ども

たちはすばらしい力を持っているなというようにつ

くづく感心をさせられた次第でございます。 

 また、多くの方々からもそのような声をお聞きし

ました。ケーブルテレビでごらんになった方々もそ

のように感じたのではなかろうかと思います。何事

も前向きに取り組むと、何か新しいもの、そして方

向性も見出させるものだなと、改めて感じたところ

でございます。 

 また、この子どもたちが大きくなって、議員になっ

て豊後高田市をよいまちにしてくれたらいいなとい

う声も聞かれましたし、希望も託したところでござ

います。 

 そこで、今回は、子ども議会で出された質問に関

係のある３項目について質問をいたします。 

 １項目めは、学校現場の仕事の効率化について、

３点にわたって質問をいたします。 

 １点目は、臼野小学校の外山渚議員、真玉小学校

の米光議員からＩＣＴ情報通信技術の充実について

の質問がありました。それに関連しての質問でござ

います。学校にはパソコンがたくさん設置をしてい

ますが、よく機械ですから故障し、業者が来るまで

に時間がかかって、非常に仕事に支障を来すという

ようなお話を聞きました。現状はどのような対応に

なっているのか、お聞きをしたいと思います。 

 ２点目は、私が現職時代の、七、八年前になりま

すが、大きい学校ではコピー機をやっと２台購入し

ていただいたぐらいで、休み時間には、全国学力・

学習状況調査や大分県学力定着状況調査の事前の対

策プリント印刷などで大変込み入っていました。結

果も出さなければなりませんので、職員の皆さん方

も、県下に３種類ぐらいしかなかったと思いますが、

その３種類のプリントのコピーをして事前学習をさ

せるといったような取り組みをしていましたから、

非常に印刷が込み入っていました。 

 そこで、混雑を避けるために、みんなが帰った後

の放課後や早朝にプリントを印刷している職員もあ

りました。早く退庁しなさいといっても、帰れない

状況でございましたが、現在はどのようになってい

るのか、お尋ねをいたします。 

 ３点目は、学校現場の声は、なかなか市の執行部

や上のほうまで通らないのかなと、通じないのかな

というように現職の時に非常に強く感じていました。

そういう現場の声をどのように今吸い上げているの

か、また届きにくい現状はないのか、お尋ねをした

いと思います。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  教育総務課長、安藤隆治君。 

○教育総務課長兼地域総務一課長（安藤隆治君）  

それでは、学校現場の仕事の効率化についてお答え

をいたします。 

 現在、教職員が校務で使用しておりますパソコン

につきましては、平成21年度において市内全校に導

入いたしましたが、その後４年余りが経過いたした

こともありまして、平成29年度から31年度までの３

カ年計画で、新機種への更新を行っているところで

ございます。 

 整備に当たっては、不具合の多いパソコンを優先

して更新しているところですけども、既存機種の故

障対応につきましては、担当職員が現場確認の上、

直ちに専門業者に依頼しております。 

 また、交換部品の調達等に多少時間を要する場合

もありますが、先生方の業務に支障を来すことがな

いよう、できる限り代替機を用意し、今回の整備で

は、このようなケースに備え、予備のパソコンも確

保したところであります。 

 次に、コピー機、印刷機についてですが、現在、

各学校には事務用のプリンターを含めまして、学校

規模に応じて必要台数を配置しているところでござ

います。現在のところ、特に学校からの要望等の相

談を受けておりませんが、利用頻度が高い事務用機

器でありますので、万一故障した場合には、直ちに

専門業者を通じて対応しております。 

 議員ご指摘のように、印刷機等を使用する場合に

は重複することも想定されますが、学校校務員やス

クールサポーターも活用しながら、効率的かつ計画

的な運用に努めてまいりたいと考えております。 

教育委員会といたしましても、引き続き学校と密

に連携を図り、校務に必要な備品等の充実に努める

とともに、校務分掌等の創意工夫をすることで、子

どもたちと向き合う時間の拡大に努めてまいりたい

と思っております。 

 それから、最後、学校の声が届きにくいのではな

いかということでありますけども、先程のパソコン

やコピー機の故障も含めまして、要望のあった事柄
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につきましては、できる限り対応してきていると思っ

ておりますが、これは学校現場だけのことに限らず、

これらが全て満足いくようなことの対応というのも

難しい面もありますので、ご理解をいただきたいと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

 済みません。失礼しました。今、入れております

パソコンが平成21年度に導入して「その後４年がたっ

た」と言ったそうでありますけども、「７年」が正

しいです。７年たちましたので。（○５番（井ノ口

憲治君） ７年。）はい。以上です。 

○議長（安達 隆君）  井ノ口憲治君。 

○５番（井ノ口憲治君）  大変素早い対応をしてい

ただいているそうですが、職員の気持ちからしてか

ら、忙しいのにパソコンが動かなくなって、業者に

すぐ来てくださいといっても、すぐ来るということ

はなかろうと思いますので、大変その間の時間が長

く感じるんではないかなと、そういうことが非常に

学校現場が忙しい状況も物語っているのではないか

なというような気持ちで今お聞きをしました。 

 市役所にはパソコン等が故障した時に、すぐ対応

できる職員がいるんじゃないですかねというような

声がありましたので、先般お尋ねをしましたところ、

そういう専門の職員はいないということでございま

したが、そういうできればパソコンの時代ですから、

学校現場や市役所にもパソコン専門の業者が対応す

るまでの応急措置としてできるような職員も配置を

できたらいいなというように、これは思ったところ

でございます。 

 そして、子ども議会でありましたように、タブレッ

ト端末のＩＣＴも各自導入、また近々導入していく

ということでございましたから、そういう面でも、

機械が故障することもあってという関係上、そうい

う質問をさせていただきました。 

 それから、コピー機については、私は、最後、高

田小学校に３年間いて退職をさせていただきました

が、そのころは非常に学力向上ということも叫ばれ

ていまして、本当にプリントを職員が、小学校とい

うところは５分休憩があって、15分あって、給食が

あって、掃除があって、またあって、あと少年ソフ

トやサッカーを指導している人は指導をしてという

ことで、中学校の職場の実態とは多少違う部分があっ

て、ほとんど休み時間がない。その間に、小さい子

どもですから、先生、せがまれたとか、どうしたと

かいったようなことがたくさんありまして、ほとん

ど時間がない状態でございます。 

 その間に、今度は印刷もしなければならない。そ

れが２クラスずつであれば、12クラス分しなければ

ならないので、非常に込み入っていました。そうい

うことで、委員会にも要望しまして、私がいる時に

は１台追加をしていただいて、２台にしていただき

ましたから、大変便利になりました。要望がないと

いうことであれば、充分できているんだろうという

ように思いますが、そういう現状はないのか、そう

いう声がまだ上がっていないのか、聞き取れていな

いのか、ぜひ学校現場にお聞きをしてみていただき

たいというように思います。充分できておれば、そ

れで結構だと思います。 

 ３点目は、教職員の過酷労働が現下では非常に大

きく問題視をされています。タイムレコーダーを導

入して、帰れ帰れと言うだけでは、解決できない問

題だというように私は思っています。コンピューター

時代になりましたから、コンピューターを学校で持

ち帰って仕事はできない。コンピューター関係は、

全て学校でしなければならないというようなことも

ありましたし、通知表なども、昔は持ってかえって

徹夜でしていましたが、そういうこともなかなかで

きない状況のようにもありますし、非常に１日中子

どもと一緒にいて、その上で通知表もつけて、事務

整理もして、報告もしてということで、タイムレコー

ダーをつけて早う帰んなさい帰んなさいと言うだけ

では、私は解決しないのではないかというように思っ

ております。 

 そこで、持ち帰ってできる部分は持ち帰ってでき

るようにしているんだろうと思いますが、学校現場

では学力向上という名の下に、非常に点数が重視さ

れる時代にあります。 

 そして、そういう中で、子どもたちの人格形成を

かかわっていく教師と子どもの触れ合いの時間もほ

とんどとれない学校現場になっています。子どもと

遊ぶ時間もない、次から次にしなければならないと

いうようなことで、私、時々いろんな方々と話すん

ですが、「昔は学校の先生たちもゆっくりしておっ

たな」と、「よかったな」と、「ああ、それはよかっ

たですね」そういうこともたびたび思い出しながら

話したりもしています。 

 そして、放課後、学校の先生方と運動場に出て、

野球を一緒にして楽しんだり、触れ合いをしていた

ということがこの年になっても、ああ、懐かしいい

い思い出だなというふうに心によみがえってくると
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ころであります。 

 そして、友達同士や上級生、下級生と触れ合いも

たくさんできる中で育てていただいたなという気も

しております。そんな現状がなくなって、子どもた

ちの人間性にも大きな影響も与えているのかなとい

うように私は思っておるところでございます。その

時代は、勉強勉強と言わなくても、勉強をする人は

しっかりしていたのかなというようにも思っておる

ところでございます。 

 しかし、時代の流れでしょうか、なかなかこれと

いった解決策を見出すことはできませんが、今、私

が40年近く教職生活を振り返ってみますと、子ども

たちは、本当にどんなに厳しい社会に出ても、心が

やられない、健康である、体力がある、心身の強い、

そして人間味のあふれる、たくましい、子どもになっ

てほしいなというのが私の40年の経験の中での私の

願う子ども像であります。 

 そして、昨今、きのうの大分合同新聞にも、将来

を脅かす過酷労働という記事が、この記事でござい

ます。きのうの新聞でございます。名古屋大学の先

生が書いております。 

 そして、ちょっと例示しますと、教員の働き方改

革は、先生が児童生徒と向き合う時間を取り戻すこ

とで、子どもに質の高い教育を保障し、日本全体の

職場環境の健全化にもつながっていくはずですとい

う名古屋大学准教授の内田良という先生の記事が

載っていました。これを見まして、きょう朝テレビ

をつけていましたら、ちょうどこの人のといいます

か、これの放送がきょう、けさなされていました。 

 その中では、タイムレコーダーの設置をして、市

長も先程言われましたが、働き方改革の中では、そ

れぞれの職員の意識改革をしていくということが１

点、そのためにタイムレコーダーをつくって、その

中でできる仕事はやっていきましょう、それ以外で、

できない部分については持ち帰ってということもあ

ろうかと思いますが、意識改革が１点。 

 それから、学校現場では今まで余り多く語らなかっ

たことですけど、教室の児童の作品の図画ができた

といったら、図画の掲示をする。習字をしたといっ

たら、習字をまた新しいのにかえる。何かつくった

といったらするといって、今、時間のない中でしな

ければならないから、どうしても遅くなるというこ

とで、いろんな声が出たんでしょう。教室の展示物

の張りかえのお手伝いさんを各学校に入れて、各学

校の職員がこういうふうに一緒に掲示をしてくださ

いといったのを手伝いをするとか、そういうような

ことが、工夫がされておるといったようなことがあ

ります。 

 私の学校時代を振り返りますと、なかなか現場の

職員では言いにくい部分もあったでしょうから、私

は、退職をした身分ですから、そういう意味で、私

の少し今までの思いも述べてみたいと思います。校

長や教頭になりましてから、学校の草刈りをする。

運動会等については、地域の保護者の方々が加勢を

してくれたりしますが、概ね普通の時には、議員さ

んの社会文教委員さんが学校訪問に来るだとか、所

長が来るとか、誰かが来るとかいった時には、学校

の草刈りもしなければなりません。そしたら、する

人もいません。 

 だから、校長か教頭、女性の人も最近校長になっ

たり教頭になったりする人がふえましたが、今まで

に草刈りもしていない、全くしたことのない人が教

頭になってから草刈り機を借りて、そして草刈りを

するといった人もたくさんおります。私も田舎、百

姓ですから、草刈りをよくしていたほうだと思いま

す。そしたら、ある人が、「校長、あんたはいいな、

暇で、草刈りんじょうしちょって」というように言

われました。それも草刈りをよくしていることを見

ていただいていたということは大変ありがたいこと

ではありますが、時間をつくって、自分なりに一生

懸命草刈りもしていたところでございます。 

 そういう地区によっては、草刈りをする人を雇っ

ていて、学校の中を校長、教頭が中心になって、忙

しい中するんではなくて、そういう人も雇って、学

校をずっと刈っていくとかいったようなことも大き

な労働の軽減になるのではないかなというように思っ

ております。 

 先程のほかの人の答弁では、いろいろ働き方改革

の検討委員会をつくって、立ち上げてしていると言

いましたが、ぜひ今までの固定観念での学校の中で

の働き方改革でなくて、新しい斬新なこれからの学

校教育の現場の姿というぐらいな意気込みでもって

検討をしていただきたいなというように思っていま

す。この検討委員会でどういう検討がなされたのか

も、またいつの時点かにお聞きをしてみたいという

ように思っているところでございます。 

 この新聞でも申しましたが、本当に教員が子ども

と触れ合う時間がない、休み時間も、外に出てサッ

カーをする時間もない。みんな遊んでやって、職員

の皆さんに子どもと昼休みぐらい遊んであげてくだ
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さいといっても、そんな時間がない。その時間に報

告をつくったり、いろいろしなければなりませんの

で、本当子どもとの触れ合いができない学校現場に

なって、子どもと教員、子ども同士の心の触れ合い

もなくなって、教師と子どものある小学校時代、中

学校時代の心の深まりや思い出も薄らいできたのか

なと、そういうことが非常に人間形成の上でも大き

く影響しているかなという部分も多く感じるところ

でございます。 

 再質問という形で言わせていただきました。何か

ご回答があればしてください。なければ結構でござ

います。 

○議長（安達 隆君）  教育長、河野潔君。 

○教育長（河野 潔君）  それでは、井ノ口議員の

再質問にお答えをいたします。 

 現在、教職員の長時間労働というのは、国におい

ても、教育再生実行会議の中でも、さらには中教審

答申の中でも、この日本の教育が教員の長時間労働

に支えられてきたとするならば大きな問題があると

いうことで、緊急提言がなされておりまして、それ

に基づきまして県教委も、そして私たちの市教育委

員会も、現在、いろいろな取り組みをしておるとこ

ろであります。 

 働き方改革推進会議の中で出ました、すぐ教育委

員会のその判断で実行できることから進めておると

ころでありますけれども、現在、その中でいろいろ

な議論もしておるところであります。教育委員会と

いたしましても、今、話がありましたような内容に

つきましても、現在、いろいろ課題の解決に向けて

努力をしておるところでありますから、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 以上であります。 

○議長（安達 隆君）  井ノ口憲治君。 

○５番（井ノ口憲治君）  大変ありがたい、前向き

なご答弁をいただきました。ぜひそういう意味で、

非常に大きな、どこの職場もいろいろな大きな問題

を抱えているんだろうと思います。 

 ですから、こういう働き方改革というのが今、叫

ばれているんだろうと思いますので、お互いに気持

ちよく、しっかり仕事をして、そしてしっかり遊ぶ

のも遊んで、そして成果も上げるというような状況

になれば、一番ありがたいことだと思っていますの

で、今、教育長のほうから答弁をいただきましたが、

またしっかりとお願いをしたいというように思って

おるところでございます。 

 それから、２項目めは、市民の作品展示館・展示

場についてでございます。 

 田染小学校の河野快星議員、河内小学校の銅野聖

波議員から、日本遺産や文化財を継承していくため

の展示室や資料館をつくってはという提案が先般ご

ざいました。それに関連をいたしまして、市民の中

には、国東半島の自然の風景や神社仏閣、石仏の写

真や絵画、書、手づくりの人形、手芸等、趣味でた

くさんの作品をつくっている人もございます。その

人たちから、大きな展示館ではなくても、常設の展

示場があるとありがたいですねという声を多く聞き

ます。現在では、中央公民館で文化の日であったり、

時々に写真展があったり、子どもの作品があったり、

それから市民の皆さんの作品展があったりはしてい

ます。 

 そして、そういう声もございましたので、東天紅

のところの空き、こちらの部屋にもそういう作品展

示場をしたらどうかというのもお願いをしました。

こいこいにも写真展をしたりしていますし、玉津の

通りのイベントに合わせて、お寺でもそういう人形

を展示したりといったようなこともして、非常に工

夫をされてきたなというようにありがたく思ってい

ます。 

 そして、先般は市役所の１階ホールで、立花圭太

さんの切り絵展がございました。それも大変いい取

り組みだなというように私も見せていただきました。 

 そして、昨日の合同新聞の県議だよりというとこ

ろがぽっと目に入りましたから見ていますと、この

下のほうに、議会ロビーにおける作品展示のお知ら

せということで、髙山辰雄展というのが子どものが

あります。それで、優勝になった作品の12賞をそこ

に展示をしていますから、皆さん見てくださいといっ

たようなことをしていますけど、県議会もなかなか

いいことをし出したなというように思ったところで

ございます。 

 国民文化祭もあったり、そういう意味で、非常に

豊後高田市の市民の皆さんも、文化に対する関心は

非常に高いなと、市長、私は思いました。ぜひそう

いう意味で、またいい絵も描いていただきたいとい

うように思っています。 

 そして、玉津地区もだんだん映画館ができたり、

こいこいができたり、イベントがあったりといって、

イベントの時にはたくさんの人が来ていますが、な

い時には閑散として、私も時々どんなふうなかと、

昭和の町を見て、こっちを見て比べていますが、閑
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散として、人通りがないというような気もしており

ます。 

 先般お聞きしましたが、上町通りに、よその地域

に、他県に移ったので、空き家も、自分の家も、そ

して土地も上町地区に提供してもいいですよと、提

供しますよということで、何かそういう話もあった

そうです。充分地区でまとまっている話ではありま

せんが、そこをそういう文化の拠点にして、写真展

だとか、いろんな今言ったような常設の展示場みた

いな形でできる相談をしていただけると、上町地区

の活性化にもつながるのかなというように思ってい

ます。せっかく土地も家も提供をしてくれるわけで

すから、いい話が、相談ができればいいなというよ

うに思っているところでございます。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（安達 隆君）  教育総務課長、安藤隆治君。 

○教育総務課長兼地域総務一課長（安藤隆治君）  

それでは、井ノ口議員の市民の作品展示館・展示場

についてのご質問にお答えいたします。 

 現在、生涯学習の場といたしまして、公民館や図

書館などで、さまざまな文化教室や講座が行われて

おります。そこでの作品につきましては、先程も議

員が申しておりましたけども、文化協会主催の市民

文化祭、それから公民館祭などにおいて中央公民館

を活用しまして、あるいは各支部ごとの地区公民館

を利用しまして展示をしておりますし、観月祭など

の行事を活用しての展示も行っております。 

 また、文化協会に加入されていない個人の作品の

展示につきましては、中央公民館や香々地公民館、

真玉公民館といった公民館施設のロビーや市立図書

館などで随時展示を行っているところであります。

これからもそのような空きスペースを積極的に活用

していただきたいと考えております。 

 そこで、議員ご質問の新たな展示館・展示場につ

きましては、現在のところ考えておりませんが、既

存施設を充分に有効活用して作品展示を行うなど、

今後も引き続き文化の振興に努めてまいりたいと考

えておりますので、ご理解をお願いしたいと思いま

す。 

 それから、先程の玉津の空き家の件でありますけ

ど、空き家になりますと、ちょっと作品の管理の面

でもちょっと難しい面もありますので、ぜひ既存の

施設を利用していただきたいと思います。 

 なお、来月10月６日からは、文化の祭典でありま

す国民文化祭、それから障害者芸術文化祭が開催さ

れ、本市でもさまざまな文化イベントが行われるこ

ととなっておりますので、市民の皆様にも積極的に

参加をいただき、大会を盛り上げていただきたいと

思っておりますので、何とぞよろしくお願いいたし

ます。 

 以上です。 

○５番（井ノ口憲治君）  ありがとうございます。

今ご答弁をいただいていましたが、ちょっとほかの

ところがございましたので、よく聞けれませんでし

たが、誤解のないように、今ありましたご相談は、

私は、子ども議会の中で言った子どもの名前が違っ

たんではないかなというようなことでございます。

最初は、外山渚君、そして米光裕議員、次に言った

のは、河野快星君、銅野聖波さんというように、こ

の議案をもとに言いましたので、もし間違いがあれ

ば失礼でございますから、また間違っていた時には、

大変訂正をしておわびをする。どちらが間違ってい

るかわかりませんけど、気を悪くなさらないで、悪

意はなかったというふうにご理解をいただきたいと

いうように思います。 

 それから、ちょっとよく安藤総務課長が言いまし

たのが聞けませんでしたが、せっかく玉津地区の上

町地区の通りが人通りも少ないということで、皆さ

ん、市のほうも一生懸命頑張っていただいています

が、せっかく家も提供しますよ、土地も提供します

よということですから、非常に話としては、ちょっ

とした調整をすれば、前向きな調整をすれば、いい

展示場やら、カフェみたいなこともできるんではな

いかなと思いますので、積極的に検討していただき

たいと要望をいたしまして終わります。 

 ３項目めは、粟嶋公園の桜の木の間伐についてで

ございます。 

 呉崎小学校の土居光一郎議員、高田小学校の北迫

黎風議員から、昭和の町や長崎鼻、真玉海岸などの

景勝地の取り組みについて質問がございました。そ

れに関連しての質問でございます。 

 粟嶋公園の近くを私通った時には、いつもどんな

ふうになっているかなといって立ち寄ってみますが、

私の感じでは、あれは結ですか、ピザのお店があっ

て、駐車場があって、結があって、トイレがあって、

こちらに公園があります。そこに桜の木が植わって

います。そこの桜の木が、私の感じでは、ちょっと

密植をしていて、ちょっと弱々しくなった桜の木も

あったりするので、そこ辺のところを少しご相談を

なさって、間伐をしたらいいんじゃないかなという
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ように常々思っておりましたから、小さなことです

が、きょうはちょっとご意見として言っています。 

 私の感じでは、桜の木は枝を張って、ずっと大き

く花を咲かせている桜のほうが、桜の木のよさがあっ

て、きれいだなという私自身の気持ちもあります。

桜の木が真っすぐ立って、花を咲かせているのも、

いささかちょっと寂しい桜だなというように思いま

したので、こういう質問をさせていただきました。

そこの粟嶋公園については、臼野地区との関係もあ

るそうですから、充分相談なさって、ああ、井ノ口

がそんな質問しよったが、そのように切らんでいい

といえば切らんでよいし、ああ、切ったほうが本当

いいなといえば切っていただければいいし、ご相談

をしていただきたいなというような質問でございま

す。 

 以上で終わります。 

○議長（安達 隆君）  商工観光課長、河野真一君。 

○商工観光課長（河野真一君）  粟嶋公園の桜の木

の間伐についてのご質問にお答えいたします。 

 議員ご案内の粟嶋公園は、並石ダムグリーンラン

ドと並び、桜の名所でありまして、毎年４月の第１

日曜日には、お祭りが催され、大勢の花見客でにぎ

わっているところでございます。ご提案の桜の木の

間伐についてでございますが、専門家や地元の関係

者の皆様のご意見なども伺いながら、実施の可否も

含めて検討してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  井ノ口憲治君。 

○５番（井ノ口憲治君）  ありがとうございます。

粟嶋側のずっと行くところの海岸の樹木もきれいに

伐採をされて、長崎鼻の入り口のほうも伐採をされ

て、ああ、景観がよくなったなというように私はう

れしく思っております。そうすることが観光客にとっ

ても、よさがよくわかっていいだろうと思いますの

で、ぜひ桜の木、小さいことではありますが、検討

できれば検討していってください。 

 そして、私も、これは何か年をとりまして、口が

よく回らなくなったりしていますから、ちょっと聞

こえがどうだったのかと思いますが、間違いはなかっ

たでしょうか。子ども議員の件についても、議員さ

んの名前については、間違いはなかったでしょうか。

（○市参事兼総務課長（佐藤之則君） 「コウノカ

イセイ」さんです。さっき「カセイ」さんと言った

んです。）「コウノカイセイ」、はい。田染小学校

の河野快星君、銅野聖波さんでいいですね。という

ことで、ちょっと何かよく発音が悪くて、そういう

ふうに聞こえたのかしれませんが、もしそういうふ

うに聞こえましたら訂正をして、おわびを申し上げ

たいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（安達 隆君）  一般質問を続けます。 

 ６番、阿部輝之君の発言を許します。（○７番（土

谷信也君） 阿部さん、１時たっぷりあるよ。）阿

部輝之君。 

○６番（阿部輝之君）  議席番号６番、豊翔会の阿

部輝之です。私は、かねがね周辺地域の発展と振興

を願って活動してまいりました。今回もそのような

観点から２つの質問をしたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。質問の前に、ことし３月議会

で、佐々木市長さんに、高田高校へのバス通学の通

学定期券の助成の拡充をお願いしたところ、定期券

が４割引で購入できるようになり、保護者の経済的

負担が軽くなり、地域の皆様、大変喜んでおります。

多くの方が利用しているようです。お礼申し上げま

す。 

 それでは、通告に従いまして、まず、最初に、長

崎鼻リゾートキャンプ場の誘客対策について質問い

たします。市長は、周辺地域、特に、香々地地域に

も大きく目を向けていただいております。ありがた

く思っているところでございます。そのような中で、

長崎鼻は、市のさまざまな支援のおかげで、今や、

広大な花畑と多くのアート作品が見られる花とアー

トの岬。そして、また、昨年度から、パーフェクト

ビーチ事業として、主に、海水浴場周辺の整備を進

められております。大勢の観光客の方が訪れるよう

になっています。 

 しかしながら、やはり、菜の花が咲く春先と夏休

みに観光客が集中しているように思います。現状の

ままでは、年間を通じて安定して観光客を呼び込む

ことは難しいのではないかと思っております。例え

ば、真玉海岸にあるチームラボギャラリーのような

施設があれば、花のない時期でも観光客が楽しめる

のではないかと考えていますが、いかがでしょうか。

市の見解をお願いいたします。 

○議長（安達 隆君）  市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  長崎鼻リゾートキャンプ

場の誘客対策についてご質問にお答えいたします。 

 まず、長崎鼻リゾートキャンプ場の現状について

申し上げますと、議員ご案内のとおり、広大な菜の

花畑、ひまわり畑に代表される花公園、国東半島芸
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術祭を契機に始まったアート作品。そして、海辺環

境を活かした滞在型リゾートを目指したパーフェク

トビーチ事業などにより、春先からゴールデンウィー

ク、そして、夏休みには大勢の観光客が訪れ、新し

く設置されたコテージやキャンピングトレーラーに

ついても、多くの宿泊客の方にご利用いただいてい

る状況でございます。 

 菜の花やヒマワリなどの花の観光は、その時期に

は絶大な効果がありますが、年間を通じて集客は困

難であります。そういう実状もありますことから、

長崎鼻は恋叶ロードの終点でもあり、近くには、全

国でも珍しいトンボロ現象の高島の馬の背、国の名

勝に答申された中山仙境のほか、夷谷温泉があり、

国東市側に少し足を延ばせば、旧千燈寺跡や絶景の

五辻不動、その先には姫島など、国東半島を代表す

る観光スポットが盛りだくさんあります。このよう

に、地理的にも恵まれた長崎鼻ですが、現在のよう

に、観光客は特定の時期に集中している状況では観

光客相手の商売も安定的な経営はできないため、年

間を通じた営業が難しい状況でございます。 

 阿部議員には前向きなご提案をいただきありがと

うございます。私といたしましては、長崎鼻をそう

いった周辺整備へのハブ拠点として、また、香々地

地域の観光拠点施設として、年間を通じてお客を迎

える魅力の多い施設にしていきたいと思っておりま

す。ご提案がありましたチームラボ、そういうよう

な、今、はやりのプロジェクションマッピングやＶ

Ｒなど、臨場感のある映像を活用したイベントや施

設が近年注目を集めております。私もそういう意味

で全く同感であります。 

 長崎鼻にこういった施設があれば、より魅力を増

すと思いますので、前向きに検討してまいりたいと

思います。それは、周辺部地域の活性化を図り、昭

和の町や六郷満山とも連携することで相乗効果を生

み、観光客数を大きく増加させる観光都市、豊後高

田市を確立させるものと考えておりますので、どう

かよろしくお願い申し上げます。 

○議長（安達 隆君）  阿部輝之君。 

○６番（阿部輝之君）  ありがとうございました。

再質問を行います。早速、前向きにご検討いただく

ということで、まことにありがたく思っております。

ぜひ、実現できますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

 ご答弁の中に、プロジェクションマッピングやＶ

Ｒなどと臨場感のあるデジタル映像を活用したイベ

ント等ありましたが、設備はどのようにお考えでしょ

うか。私は、プロジェクションマッピングとは屋外

でも映し出せる、例えば、建物や樹木などにも。ま

た、室内では、喫茶室の中やホテルの中など、そう

いう所でも映し出されている臨場感のある映像と認

識しています。チームラボとの違いをお聞かせくだ

さい。 

 また、私は、昨日、私事ではございますが、偶然

ですが、五辻不動山にお参りしてきました。ご答弁

の中に、五辻不動山というのがありましたが、昨日

は雨のため絶景は見ることができませんでした。こ

のような観光地と連携できれば、長崎鼻も観光客も

増えてくるのではないかと思っております。 

 再質問を終わります。 

○議長（安達 隆君）  商工観光課長、河野真一君。 

○商工観光課長（河野真一君）  それでは、阿部議

員の再質問にお答えいたしたいと思います。 

 阿部議員ご案内のとおり、プロジェクションマッ

ピングとは、通常、建物の外壁等を利用しまして臨

場感のある映像を映し出すものでございます。一方、

チームラボギャラリー真玉海岸につきましては、室

内の壁にコンピューターグラフィックスの映像を投

映し、センサーを活用して人が近づくと花が咲いた

り散ったりする体験型の映像でありまして、プロジェ

クションマッピングやＶＲとは少し異なるものでご

ざいます。 

 先程、市長からご答弁申し上げました内容につき

ましては、どのようなものが可能なのか等含めまし

て、今後、検討してまいりたいというふうに思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  阿部輝之君。 

○６番（阿部輝之君）  再質問と申しますか、お願

いと申しますか。私は、恋人の聖地にふさわしい施

設になればと願っております。例えば、カップルで

お越しの観光客の方が心ゆくまで楽しんでいただけ

るように、映像を楽しみながら、また、お茶なども

楽しめたらよいのではないかと思っておりますが、

いかがでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（河野真一君）  はい、それでは、

阿部議員の再々質問にお答えいたしたいと思います。 

 長崎鼻は、先程からも答弁の中にありましたよう

に、昭和の町から始まります恋叶ロードの終点でご

ざいまして、恋人の聖地にも認定されております。
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花とアートの岬、そして、パーフェクトビーチなど、

まさに現在、長崎鼻はカップルや女性をターゲット

にしておりますので、年間を通じて、天候に左右さ

れず楽しんでいただけるようなものを検討してまい

りたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  阿部輝之君。 

○６番（阿部輝之君）  ありがとうございました。

それでは、次の２点目の質問に移らせていただきま

す。高島線の改良工事の進捗状況について質問を行

います。 

 市長は、高島地区にある馬の背は、全体的にも珍

しいトンボロ現象であり、観光スポットとして大勢

の観光客を誘致できると言っておりますが、現状で

は、長崎鼻から高島への道が狭く大型バスが通れな

いので、高島線の改良を行ってくださるとのことで

したが、現在、高島線の改良については、どの程度

進んでいるのか。また、海岸線ののり面の危険箇所

についても進捗状況をお聞かせください。先程の北

﨑議員の質問と重複する点もありますが、よろしく

お願いいたします。 

○議長（安達 隆君）  建設課長、永松史年君。 

○建設課長（永松史年君）  市道の整備についての

ご質問にお答えします。 

 市道高島線の道路改良工事につきましては、現在、

ルート検討などを行う概略設計を行っているところ

です。本路線が結ぶ地域には、長崎鼻やトンボロ現

象が見られる馬の背などの観光資源があり、本市の

重要な観光ルートの一つとして、大型バスなどのア

クセスが可能となるような道路整備が必要とされて

いるところであります。現在、幾つかのルートの検

討を行っており、今後、計画が固まり次第、本年度

中に詳細な測量設計を行い、来年度から工事に着手

できるよう進めていきたいと考えています。 

 また、合わせて、本路線の海岸線付近ののり面が

長年の風化により落石の危険性が高まっていること

から、地域の生活道路としても安心安全に通行でき

るよう今年度から国庫補助金を活用し、落石対策事

業に着手したところです。この事業につきましても、

来年度から着工できるよう、現在、調査設計業務を

行っているところです。落石対策については、計画

どおり、補助金の採択を受けられれば平成32年度末

までに完成できると考えています。 

 これらの事業が一体として整備できることにより、

地域住民の安全の確保に加え、観光面における地域

全体の活性化に寄与するものと捉えており、今後、

工事の早期完成が図れるよう努力してまいりたいと

考えています。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  阿部輝之君。 

○６番（阿部輝之君）  ありがとうございました。

海岸線の危険箇所につきましても、工事の早期完成

が図れるように努力していただけるとのことです。

よろしくお願いいたします。 

 以上で、質問を終わります。ありがとうございま

した。 

○議長（安達 隆君）  市長。 

○市長（佐々木敏夫君）  私の北﨑議員へのゴミ処

理場に係る答弁の中で、めくら判という不適切なこ

とばを使いまして、大変申し訳なく思っております。

このことについて、十分な理解のない中での同意と

いうことばに改めさせていただければありがたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（安達 隆君）  これにて、一般質問を終結

いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 あすから９月24日まで休会し、各委員会において

付託案件の審査をお願いいたします。次の本会議は9

月25日午前10時に再開し、各委員長の報告を求め、

委員長報告に対する質疑、討論、採決を行います。

なお、討論の通告は９月20日午後５時までに提出願

います。本日はこれにて散会いたします。 

午後４時22分 散会 
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